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違
法
性
に
お
け
る
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
（
一
）

　
　
　
　
　
　
　
い
わ
ゆ
る
偶
然
防
衛
を
め
ぐ
っ
て
ー

井

田

良

違法性における結果無価値と行為無価値（1）

嶋二三五　　　 四

　4321　321 は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
偶
然
防
衛
の
諸
類
型

偶
然
防
衛
を
め
ぐ
る
学
説
の
概
観

　
既
遂
説

　
未
遂
説

　
不
可
罰
説
（
H
防
衛
意
思
不
要
説
）
…
・

違
法
性
に
お
け
る
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値

　
論
争
の
背
後
に
あ
る
実
質
的
な
問
題

　
構
成
要
件
と
正
当
化
事
由
の
関
係

　
違
法
評
価
に
お
け
る
事
前
判
断
と
事
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判
断
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防
衛
に
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る
結
果
無
価
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と
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為
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値
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題
…
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一
　
は
じ
め
に

　
学
説
上
、
輔
般
に
「
偶
然
防
衛
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
刑
法
三
六
条
一
項
に
定
め
る
正
当
防
衛
の
客
観
的
要
件
を
す
べ
て
充
足
す
る
事

実
が
あ
り
な
が
ら
、
行
為
者
が
正
当
防
衛
状
況
の
存
在
（
H
急
迫
不
正
の
侵
害
が
あ
る
こ
と
）
を
ま
っ
た
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、

い
い
か
え
れ
ば
、
行
為
者
が
一
方
的
な
加
害
の
意
思
で
当
該
の
行
為
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
偶
然
に
も
、
客
観
的
な
防
衛
の
効
果
が
生
じ
た

と
い
う
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
A
が
殺
意
を
も
っ
て
仇
敵
B
を
射
殺
し
た
と
こ
ろ
、
後
に
な
っ
て
、
逆
に
B
も
A
を
射
殺
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

す
る
寸
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
場
合
が
偶
然
防
衛
の
典
型
的
事
例
と
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
実
践
的
意
味

　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

に
乏
し
い
「
講
壇
事
例
」
の
代
表
と
さ
れ
る
こ
と
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
偶
然
防
衛
の
問
題
ほ
ど
、
学
説
上
、
そ
の
取
り

扱
い
を
め
ぐ
っ
て
盛
ん
な
議
論
が
行
わ
れ
、
見
解
が
厳
し
く
対
立
し
て
い
る
問
題
は
少
な
い
の
で
あ
る
。

　
戦
後
の
わ
が
国
の
刑
法
学
に
お
い
て
議
論
が
も
っ
と
も
深
め
ら
れ
た
の
が
違
法
論
の
領
域
だ
と
い
わ
れ
る
．
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、

疑
い
も
な
く
、
「
結
果
無
価
値
」
と
「
行
為
無
価
値
」
と
い
う
対
概
念
の
登
場
で
あ
る
．
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
偶
然
防
衛
の
問
題

を
め
ぐ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
違
法
論
に
お
け
る
議
論
の
深
化
に
伴
っ
て
、
ま
す
ま
す
見
解
が
多
岐
に
分
か
れ
、
帰
一
す
る
と
こ
ろ
を
し

ら
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
、
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
と
い
う
対
概
念
そ
の
も
の
が
、
偶
然
防
衛
を
め
ぐ
る

理
論
的
検
討
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
「
元
凶
」
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
本
稿
の
目
的
は
、
一
口
で
い
え
ば
、
偶
然
防
衛
に
関
す
る
日
本
と
（
西
）
ド
イ
ッ
の
学
説
の
検
討
を
通
じ
て
、
結
果
無
価
値
と
行
為
無

価
値
を
め
ぐ
る
論
争
の
背
後
に
あ
る
実
質
的
問
題
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
に
理
論
的
分
析
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
本
稿
の

主
張
す
る
と
こ
ろ
を
要
約
し
て
示
す
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
．

　
学
説
に
お
い
て
は
、
結
果
無
価
値
お
よ
び
行
為
無
価
値
の
概
念
が
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
両
概
念
の
間
の
関
係
も
明
確
で
な
い

こ
と
が
ま
ず
間
題
で
あ
る
。
分
析
に
あ
た
っ
て
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
必
要
性
は
、
誰
も
こ
れ
を
疑
う
こ
と
が
で

2
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き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
よ
り
重
大
な
こ
と
は
、
学
説
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
「
幻
惑
」
さ
れ
、
そ
の
背
後
に
あ
る
実
質
的
な
問
題

を
十
分
に
認
識
せ
ず
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
を
怠
っ
て
ぎ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
実
質
的
な
問
題
と
は
、

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

構
成
要
件
と
正
当
化
事
由
の
関
係
の
問
題
と
、
違
法
判
断
に
お
け
る
事
前
判
断
と
事
後
判
断
の
問
題
で
あ
る
。
偶
然
防
衛
の
問
題
を
取
り

扱
う
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
二
つ
の
問
題
の
検
討
を
欠
く
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
決
定
的
に
不
十
分
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

こ
の
二
つ
の
問
題
を
検
討
す
る
と
ぎ
、
正
当
化
事
由
の
要
件
事
実
の
有
無
は
、
事
後
判
断
を
基
準
と
し
て
客
観
的
に
決
せ
ら
れ
な
け
れ
ば

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

な
ら
な
い
こ
と
が
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
偶
然
防
衛
に
関
し
少
数
説
で
あ
る
不
可
罰
説
（
闘
防
衛
の
意
思
不
要
説
）
を
採
用
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
右
の
二
つ
の
問
題
の
検
討
の
結
論
と
し
て
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

わ
が
国
の
通
説
的
体
系
は
ー
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
通
説
的
体
系
と
は
異
な
り
ー
、
不
可
罰
説
に
よ
ら
な
い
限
り
、
自
己
矛
盾
に
陥
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』
（
第
三
版
・
一
九
九
〇
年
）
二
三
九
頁
注
（
一
八
）
。
類
似
の
設
例
は
、
偶
然
防
衛
の
問
題
を
取
り
扱
う
文
献
の

　
　
す
べ
て
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
判
例
に
つ
い
て
み
る
と
、
行
為
者
に
防
衛
状
況
の
認
識
が
欠
け
る
事
例
を
問
題
と
し
た
も
の
は
存
在
し
な
い

　
　
が
、
正
当
防
衛
の
成
立
に
は
「
防
衛
の
意
思
」
が
必
要
だ
と
す
る
の
が
そ
の
一
貫
し
た
立
場
で
あ
る
．
た
と
え
ば
、
堀
籠
幸
男
（
大
塚
仁
ほ
か
編
）

　
　
『
大
コ
ソ
メ
ソ
タ
ー
ル
刑
法
第
二
巻
』
（
一
九
八
九
年
）
四
〇
四
頁
以
下
参
照
。

　
（
2
）
　
手
続
法
上
は
、
本
文
の
よ
う
な
事
例
で
は
主
観
的
要
素
の
証
明
が
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
が
適

　
　
用
さ
れ
る
可
能
性
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
般
的
に
は
事
情
が
逆
で
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
の
適
用
に
ょ

　
　
り
、
事
実
が
「
変
容
」
を
遂
げ
た
結
果
、
講
壇
事
例
を
地
で
行
く
よ
う
な
「
事
実
」
が
実
体
法
適
用
の
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
．
こ
の
よ
う

　
　
な
現
象
は
、
と
く
に
西
ド
イ
ツ
で
顕
著
だ
と
さ
れ
る
。
示
唆
に
富
む
論
文
と
し
て
、
Ω
琶
夢
霞
＞
窟
“
U
零
田
濫
島
＜
8
響
妻
。
班
9
慧
＆
讐
a
砂
窪

　
　
”
昌
q
器
ヨ
暮
＆
。
一
一
。
ω
ヰ
鋒
り
①
。
ヌ
一
賢
ω
け
寅
砕
Φ
。
馨
一
一
魯
①
零
。
ぴ
一
①
ヨ
①
q
零
O
㊦
の
g
≦
舘
戸
ω
拝
o。
」
O
o
。
一
ゆ
ψ
ミ
朔
“
円
げ
o
目
器
田
一
一
雪
5
ヨ
》

　
　
切
O
毛
①
一
。
。
ぎ
e
仁
邑
目
暮
霞
ざ
＝
＄
閑
①
O
耳
」
目
閃
窃
冨
魯
ユ
津
旨
り
閃
鐸
3
罵
≦
器
の
霞
目
導
⇒
璋
目
8
・
O
害
弩
駐
σ
謎
．
ご
Q
o
伊
oQ
●
o
o
9
中
が
あ
る
。

　
（
3
）
　
も
っ
と
も
、
い
わ
ゆ
る
偶
然
防
衛
の
問
題
状
況
に
属
す
る
諸
事
例
の
な
か
に
は
、
本
文
の
事
例
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
十
分
に
現
実

　
　
的
な
事
例
も
含
ま
れ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
．
後
出
二
ω
参
照
）
。
む
し
ろ
、
本
文
に
挙
げ
た
よ
う
な
「
特
殊
な
形
態
」
を
も
っ
ぽ
ら
念

3
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頭
に
お
い
て
議
論
を
進
め
る
と
、
偶
然
防
衛
に
固
有
の
問
題
点
以
外
の
論
点
が
混
入
す
る
こ
と
に
も
な
り
（
後
後
二
㈹
参
照
）
、
か
え
っ
て
混
乱
を

　招き

や
す
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．

（
4
）
　
偶
然
防
衛
に
関
す
る
日
独
の
学
説
は
、
野
村
稔
『
未
遂
犯
の
研
究
』
（
一
九
八
四
年
）
一
五
四
頁
以
下
、
佐
久
間
修
『
刑
法
に
お
け
る
事
実
の
錯

誤
』
（
一
九
八
七
年
）
三
八
二
頁
以
下
に
詳
細
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
過
失
に
よ
る
偶
然
防
衛
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
度
外
視
し
た
い
。

（
5
）
本
稿
に
い
う
「
わ
が
国
に
お
け
る
通
説
的
体
系
」
と
は
、
次
の
④
～
◎
の
命
題
の
す
べ
て
を
同
時
に
肯
定
す
る
体
系
の
こ
と
で
あ
り
、
「
西
ド

　
イ
ッ
に
お
け
る
通
説
的
体
系
」
と
は
、
次
の
＠
～
④
の
命
題
の
す
べ
て
を
同
時
に
肯
定
し
、
◎
の
命
題
を
否
定
す
る
体
系
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
⑧
法
益
侵
害
結
果
の
発
生
・
不
発
生
は
違
法
性
に
影
響
す
る
。

　
　
⑤
故
意
・
過
失
は
（
主
観
的
）
違
法
要
素
で
あ
る
。

　
　
◎
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
④
正
当
化
事
情
（
”
違
法
性
阻
却
事
由
の
要
件
事
実
）
に
関
す
る
錯
誤
は
も
っ
ば
ら
責
任
の
問
題
で
あ
る
。

　
◎
未
遂
不
法
は
、
一
般
人
を
基
準
と
す
る
事
前
判
断
（
霞
導
邑
に
よ
り
、
違
法
事
実
の
実
現
の
危
険
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
、
厳
密
に
い
え
ば
、

　
　
行
為
者
の
立
場
に
お
か
れ
た
一
般
人
も
、
違
法
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
が
存
在
す
る
と
誤
信
し
た
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
成

　
　
　
立
す
る
。

　
　
な
お
、
右
の
点
に
つ
い
て
の
文
献
の
引
用
は
、
煩
項
な
の
で
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
日
独
の
主
た
る
文
献
は
、
近
く
出
版
さ
れ
る
予
定
の
一
審

U
一
〇
ぎ
暮
蒔
ε
巷
き
一
・
魯
①
9
の
ざ
器
一
3
§
霞
鼠
・
oQ
φ
蚕
津
9
照
暮
Φ
目
。
田
召
ざ
三
零
ぎ
q
暮
①
冨
ぎ
言
飼
琶
け
需
冨
。
o
且
母
忠
ω
⑦
急
。
寄
ざ
算
蒔
雪
の

ユ
①
り
国
暮
三
。
ざ
暮
⑳
傷
需
q
①
暮
零
冨
⇒
幹
3
守
Φ
魯
宏
三
器
①
5
¢
魯
鋒
“
国
2
器
吋
国
ユ
三
召
一
註
器
o
器
魯
鋒
呂
魯
Φ
ω
魯
り
§
①
三
W
阜
ω
」
W
毘
営
”
u
g
琴
ぎ
吋

琶
q
自
鐸
目
三
9
」
8
0
に
示
し
た
。
な
お
、
本
稿
は
、
同
書
の
当
該
部
分
に
お
い
て
主
張
し
た
見
解
を
敷
衛
し
、
詳
し
く
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
私
見
の
一
部
は
、
法
学
教
室
九
五
号
（
一
九
八
八
年
）
八
六
頁
に
も
示
し
て
あ
る
。

4

二
　
い
わ
ゆ
る
偶
然
防
衛
の
諸
類
型

（1）

い
わ
ゆ
る
偶
然
防
衛
は
、
狭
義
の
（
ロ
自
己
の
利
益
の
た
め
の
）
正
当
防
衛
型
の
そ
れ
と
、
（
第
三
者
の
利
益
の
た
め
の
）
緊
急
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救
助
型
の
そ
れ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
．
狭
義
の
正
当
防
衛
型
の
偶
然
防
衛
と
は
、
ふ
つ
う
偶
然
防
衛
の
典
型
的
場
合
と
さ
れ
て
お

り
、
た
と
え
ば
、
①
A
が
殺
意
を
も
っ
て
B
を
狙
っ
て
発
砲
し
、
狙
い
通
り
B
を
殺
害
し
た
が
、
実
は
B
も
A
を
殺
害
す
る
た
め
に
ピ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ト
ル
を
撃
つ
直
前
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
．
緊
急
救
助
型
の
偶
然
防
衛
と
は
、
た
と
え
ば
、
②
X
が
殺
意
を
も
っ
て
Y
を
狙
っ
て

発
砲
し
、
狙
い
通
り
Y
を
殺
害
し
た
が
、
Y
は
第
三
者
Z
を
殺
害
す
る
た
め
に
ピ
ス
ト
ル
を
撃
と
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い
う

（
7
）

場
合
で
あ
る
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
右
の
二
つ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
B
お
よ
び
Y
の
行
為
の
「
侵
害
」
と
し
て
の
「
急
迫
性
」
、
A
お

よ
び
X
の
行
為
の
防
衛
行
為
と
し
て
の
客
観
的
な
「
必
要
性
」
と
「
相
当
性
」
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
前
提
と
さ
れ
て
い
る
）
。

　
し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
に
偶
然
防
衛
が
問
題
と
な
る
状
況
と
は
、
犯
罪
論
の
概
念
枠
組
み
に
即
し
て
一
般
化
す

る
と
、
客
観
的
に
存
在
す
る
正
当
防
衛
の
要
件
事
実
の
一
部
を
行
為
者
が
認
識
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
違
法
な
事
実
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

表
象
し
て
い
た
場
合
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
偶
然
防
衛
を
右
の
よ
う
な
場
合
（
U
行
為
者
が
侵
害
事
実
を
ま
っ

た
く
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
）
に
限
定
す
る
理
由
は
存
在
し
な
い
。
む
し
ろ
、
偶
然
防
衛
と
は
、
い
わ
ゆ
る
誤
想
防
衛
の
場
合
と
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

よ
う
ど
逆
の
場
合
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
誤
想
防
衛
が
、
現
実
に
は
存
在
し
な
い
正
当
化
事
情
を
誤
っ
て

認
識
ひ
で
迩
湊
加
事
奥
か
妻
象
い
か
？
伊
為
ひ
か
勝
含
塾
み
ひ
み
心
苅
い
、
い
わ
か
ひ
骨
熱
防
衛
お
ゆ
、
恥
勢
心
浄
を
争
か
正
卦
侮
夢
皆

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
鴨
　
、
　
、

を
認
識
し
な
か
っ
た
結
果
、
行
為
者
が
違
法
な
事
実
を
表
象
し
て
行
為
し
た
場
合
な
の
で
あ
る
．
い
わ
ゆ
る
誤
想
防
衛
が
、
急
迫
・
不
正

の
侵
害
が
な
い
の
に
あ
る
と
思
っ
た
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
防
衛
行
為
の
必
要
性
・
相
当
性
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
錯
誤
が
あ
っ
た
場

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

合
を
も
含
む
こ
と
は
、
現
在
で
は
一
般
的
な
承
認
を
受
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
用
語
の
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
行

為
者
が
正
当
防
衛
の
要
件
と
な
る
一
定
の
事
実
を
誤
信
し
た
結
果
、
正
当
化
さ
れ
る
事
情
を
表
象
し
て
い
た
場
合
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、

同
様
の
解
決
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
反
対
す
る
見
解
は
み
ら
れ
な
い
．
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
偶
然
防
衛
に
つ
い
て
も
同

じ
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
も
し
、
右
の
よ
う
な
分
析
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
然
防
衛
」
の
問
題
状
況
に
属
す
る
事
例
の
中
に
は
、
従
来
、
必

5
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ず
し
も
問
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
な
（
よ
り
現
実
的
な
）
事
例
も
含
ま
れ
、
こ
れ
ら
も
、
①
や
②
の
事
例
と
同
じ
解
決
原
理
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

っ
て
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
と
く
に
①
の
よ
う
な
場
合
は
偶
然
防
衛
の
典
型
的

な
場
合
と
い
う
よ
り
、
か
な
り
特
殊
な
形
態
な
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
を
も
っ
ぽ
ら
念
頭
に
お
い
て
解
決
原
理
を
求
め
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

む
し
ろ
適
切
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
本
問
と
の
関
係
で
は
、
必
ず
し
も
間
題
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
右
の

よ
う
な
意
味
で
偶
然
防
衛
の
問
題
状
況
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
行
為
者
が
自
己
の
法
益
を
侵
害
す
る
行
為
自
体
の
存
在

は
認
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
実
は
不
正
な
侵
害
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
を
誤
信
し
て
正
当
な
行
為
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

合
の
よ
う
な
「
不
正
の
侵
害
」
に
関
す
る
錯
誤
の
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
③
警
察
官
と
称
し
逮
捕
状
を
示
し
て
身
体
を
拘
束
し
よ
う

と
す
る
C
に
対
し
て
、
D
は
こ
れ
を
正
当
な
逮
捕
状
の
執
行
で
あ
る
と
誤
信
し
な
が
ら
こ
れ
を
免
れ
よ
う
と
し
て
抵
抗
し
C
に
傷
害
を
与

え
た
が
、
実
は
C
は
私
人
で
偽
の
逮
捕
状
を
示
し
て
い
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
為
者
が
防
衛
行
為
の
「
必
要
性
」
を
基
礎

づ
け
る
事
情
に
関
し
て
誤
信
し
た
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
、
④
強
盗
犯
人
E
に
襲
わ
れ
た
F
は
こ
れ
に
抵
抗
し
E
を
殴
り
倒

し
た
う
え
、
さ
ら
に
憤
激
の
情
を
抑
え
ら
れ
ず
、
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
る
E
を
背
後
か
ら
蹴
り
つ
け
て
大
怪
我
を
さ
せ
た
が
、
実
は
E
は

逃
げ
る
ふ
り
を
し
つ
つ
懐
中
の
ナ
イ
フ
を
取
り
出
し
F
を
刺
し
殺
そ
う
と
す
る
直
前
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
③
お
よ
び

④
は
、
い
ず
れ
も
狭
義
の
正
当
防
衛
型
の
事
例
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
少
し
修
正
し
て
緊
急
救
助
型
の
偶
然
防
衛
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

事
例
を
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

　
⑧
　
こ
こ
で
注
目
す
ぺ
き
こ
と
は
、
学
説
の
中
に
、
自
己
の
利
益
を
保
全
す
る
正
当
防
衛
型
の
偶
然
防
衛
と
、
第
三
者
の
利
益
を
保
全

す
る
緊
急
救
助
型
の
偶
然
防
衛
と
を
区
別
し
て
、
異
な
っ
た
法
的
解
決
を
与
え
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
の
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な

　
　
　
　
（
1
5
）

わ
ち
、
曾
根
は
、
①
の
事
例
の
よ
う
な
場
合
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
狭
義
の
正
当
防
衛
型
の
偶
然
防
衛
に
お
い
て
は
、
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ

に
不
正
な
（
”
法
に
よ
る
保
護
の
外
に
あ
る
）
利
益
が
衝
突
す
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
刑
法
三
六
条
が
予
定
す
る
「
不
正
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

対
「
正
」
の
利
益
対
抗
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
正
当
防
衛
に
よ
る
正
当
化
を
否
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
②
の
よ
う
な
緊
急

6
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救
助
型
の
偶
然
防
衛
に
お
い
て
は
．
不
正
な
攻
撃
か
ら
第
三
者
の
正
当
な
法
益
を
防
衛
す
る
と
い
う
「
不
正
」
対
「
正
」
の
対
抗
関
係
が

維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
正
当
防
衛
に
よ
る
正
当
化
を
肯
定
し
得
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
曾
根
の
見
解
に
対
し
て
は
、
行
為
者
の
利
益
が
（
被
害
者
と
の
関
係
で
）
保
護
さ
れ
る
べ
き
正
当
な
利
益
で
あ
る
か
ど
う

か
が
論
証
さ
れ
る
べ
き
当
の
問
題
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
利
益
が
「
不
正
」
で
あ
る
と
か
「
正
」
で
あ
る
と
か
と
前
提
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
「
論
点
先
取
の
誤
り
需
葺
ご
賓
『
。
ぎ
ぎ
を
犯
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
①
の
事
例
に
お
い
て
は
、
②
の
事
例
と
は
異
な
り
、
「
不
正
」
対
「
不
正
」
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
、
曾

根
の
主
張
に
は
、
若
干
検
討
を
要
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
．
つ
ま
り
、
右
の
①
の
場
合
に
お
い
て
、
も
し
A
の
行
為
が
正
当
防
衛
と

し
て
正
当
化
さ
れ
る
な
ら
、
B
と
し
て
は
A
の
行
為
を
甘
受
す
る
ほ
か
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
逆
に
、
B
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
B
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

A
を
撃
つ
行
為
自
体
が
正
当
防
衛
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
は
ず
の
行
為
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
も
し
A
と

B
の
行
為
を
と
も
に
正
当
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
は
い
ず
れ
も
「
不
正
の
侵
害
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
対
抗
す
る
側

は
そ
れ
ぞ
れ
正
当
防
衛
権
を
行
使
し
得
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
同
一
の
行
為
が
、
正
当
な
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
、
不
正
な
行
為
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
ち
ら
の
行
為
も
「
不
正
の
侵
害
」
で
あ
る
と
し
て
正
当
化
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
っ
て

の
み
、
こ
の
よ
う
な
論
理
的
な
矛
盾
を
回
避
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
た
く
し
の
み
る
と
こ
ろ
、
右
の
よ
う
な
疑
問
は
、
①
の
事
例
に
お
い
て
、
A
と
B
の
行
為
が
法
的
に
ま
っ
た
く
等

価
値
で
あ
る
こ
と
を
不
当
に
仮
定
し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
前
提
を
誤
っ
て
い
る
。
厳
密
に
は
、
先
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

発
砲
し
た
A
だ
け
が
客
観
的
に
防
衛
の
効
果
を
有
す
る
行
為
を
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
後
か
ら
撃
と
う
と
し
た
（
が
果
た
せ
な

か
っ
た
）
B
の
行
為
は
、
も
し
B
が
そ
の
時
点
で
本
当
に
撃
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
A
の
行
為
が
す
で
に
終
了
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

防
衛
の
役
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
客
観
的
な
防
衛
行
為
と
は
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
侵
害
行
為
が
相
互
に
向
き
合
う
場
合
に
お
い
て
、
両

方
の
行
為
が
同
時
に
防
衛
の
効
果
を
も
つ
行
為
で
あ
る
と
い
う
事
態
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
い
わ
ゆ

7



法学研究63巻10号（’90：10）

る
防
衛
意
思
不
要
説
（
こ
こ
で
は
、
刑
法
三
六
条
の
適
用
の
前
提
と
し
て
、
正
当
防
衛
状
況
の
存
在
の
認
識
を
不
要
と
す
る
見
解
、
す
な

わ
ち
、
偶
然
防
衛
不
可
罰
説
の
こ
と
を
い
う
）
の
立
場
か
ら
、
よ
り
早
く
発
砲
し
た
A
の
行
為
を
正
当
防
衛
行
為
と
認
め
た
と
し
て
も
、

こ
れ
に
対
す
る
B
の
行
為
は
い
ず
れ
に
せ
よ
客
観
的
に
防
衛
の
役
に
立
つ
行
為
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
正
当
防
衛
を
認
め
る
余
地
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

な
い
行
為
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
同
じ
状
況
は
、
防
衛
の
意
思
を
も
っ
た
二
人
の
者
の
間
に
お
い
て
も
生
じ
得
な
い
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
⑤
二
人
の
殺
し
屋
A
と
B
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
偶
然
に
も
同
時
に
、
「
狙
わ
れ
て
い
る
」
と
殺
気
を
感
じ
て
、
A
が
自
分
の
身

を
守
る
た
め
に
B
を
撃
ち
、
B
も
自
分
の
身
を
守
ろ
う
と
し
て
A
を
撃
と
う
と
し
た
が
、
A
の
方
が
す
ば
や
く
発
砲
し
た
た
め
に
B
が
発

砲
す
る
直
前
に
B
の
攻
撃
を
封
ず
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
講
壇
事
例
を
考
え
て
み
よ
う
（
そ
れ
は
非
現
実
的
で
あ
る
が
、
そ
の
非
現
実

性
は
①
の
事
例
の
そ
れ
を
こ
え
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
）
。
こ
こ
で
も
、
A
と
B
の
行
為
は
、
決
し
て
「
正
」
対
「
正
」
の
対
抗
関
係
に

立
つ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
現
実
に
客
観
的
な
防
衛
行
為
を
し
た
A
の
み
が
正
当
防
衛
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
狭
義
の
正
当
防
衛
型
の
偶
然
防
衛
の
場
合
は
「
不
正
」
対
「
不
正
」
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
そ
の
理
由

だ
け
か
ら
正
当
防
衛
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
「
論
点
先
取
の
誤
り
」
を
犯
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
批
判
が
正
当
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
曾
根
説
の
欠
陥
は
、
と
く
に
、
前
述
の
③
や
④
の
事
例
の
よ
う
に
、
同
じ
く
狭
義
の
正
当

防
衛
型
の
偶
然
防
衛
の
類
型
に
あ
た
る
事
例
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
よ
り
明
白
に
な
る
．
曾
根
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
例
に

お
い
て
も
「
不
正
」
対
「
不
正
」
の
関
係
の
み
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
i
他
方
で
、
②
の
よ
う
な
場
合
に
つ

い
て
は
正
当
化
を
肯
定
し
つ
つ
ー
こ
れ
ら
の
事
例
で
当
然
の
よ
う
に
既
遂
の
違
法
性
を
認
め
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
疑

問
で
あ
る
．
ま
た
、
も
し
、
①
の
事
例
に
妥
当
す
る
こ
と
が
、
③
や
④
の
事
例
に
妥
当
し
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
論
者
の
見
解
は
、
狭
義

の
正
当
防
衛
型
の
偶
然
防
衛
の
す
べ
て
に
適
用
し
得
る
統
一
的
な
解
決
原
理
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
適
用
範
囲
の
限

定
が
可
能
な
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
で
は
③
や
④
の
事
例
は
一
体
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
か
な
ど
の
疑
問
が
次
か
ら
次
へ
と
生
じ
て
く

8
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る
。
こ
の
よ
う
に
、
曾
根
の
見
解
に
は
、
偶
然
防
衛
の
問
題
の
解
決
と
し
て
不
明
な
点
も
多
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
現
に
右
の
よ
う
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
っ
ば
ら
①
の
よ
う
な
講
壇
事
例
を
念
頭

に
お
い
て
議
論
を
進
め
る
と
、
偶
然
防
衛
に
固
有
の
問
題
点
以
外
の
論
点
が
混
入
す
る
こ
と
に
な
り
、
偶
然
防
衛
に
本
質
的
な
問
題
を
集

中
し
て
検
討
す
る
た
め
に
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
②
の
よ
う
な
緊
急
救
助
型
の
偶
然
防
衛
の
事

例
の
方
が
、
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
望
ま
し
い
こ
と
は
、
偶
然
防
衛
の
取
り
扱
い
を
理

論
的
に
検
討
す
る
際
に
、
「
偶
然
防
衛
」
の
問
題
状
況
に
属
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
の
す
べ
て
を
念
頭
に
お
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
㈹
　
さ
ら
に
、
偶
然
防
衛
の
事
例
の
諸
類
型
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
の
は
、
従
来
の
学
説
は
、
偶
然
防
衛
の
事
例
と
し
て
、
行

為
者
が
正
当
防
衛
状
況
の
存
在
に
つ
い
て
認
識
を
ま
っ
た
く
欠
く
場
合
だ
け
を
念
頭
に
お
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ

り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
、
現
に
存
在
す
る
正
当
防
衛
の
要
件
事
実
を
一
応
そ
れ
と
認
識
し
つ
つ
、
し
か
し
、

そ
の
存
在
に
つ
い
て
疑
い
を
抱
き
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
、
存
在
し
な
く
て
も
か

ま
わ
な
い
と
消
極
的
に
認
容
し
て
（
し
た
が
っ
て
、
違
法
な
事
実
が
発
生
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
「
未
必
の
故
意
」
を
も
っ
て
）
行

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

為
し
た
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
⑥
崖
の
前
に
立
っ
て
い
た
甲
は
、
自
分
を
崖
の
下
に
突
き
落
と
そ
う
と
す
る
乙
か
ら
身
を
守
る
た
め
、

乙
を
殴
り
倒
し
大
怪
我
を
さ
せ
た
が
、
そ
の
際
、
甲
は
、
乙
に
は
侵
害
の
意
思
が
な
く
単
な
る
冗
談
の
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
い

つ
つ
、
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
．
こ
こ
で
は
、
客
観
的
に
正
当
防
衛
の
要
件
を
充
足
す
る
事
実
が
存

在
し
、
そ
の
主
観
的
な
認
識
も
あ
る
が
、
違
法
事
実
の
実
現
の
「
危
険
性
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
（
未
必
の
）
故
意
も
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
、
未
遂
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
．

　
右
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
、
理
論
上
、
い
く
つ
か
の
点
が
問
題
と
な
り
得
る
。
ま
ず
、
正
当
化
事
由
を
構
成
す
る
事
実
に
関
し
て
、

未
遂
犯
の
成
立
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
．
わ
が
国
の
多
数
説
は
こ
れ
を
否
定
し
て
、
構
成
要
件
該
当
事
実
の
未
完
了
の
場
合
に

の
み
未
遂
犯
が
成
立
可
能
だ
と
し
、
わ
た
く
し
も
そ
れ
を
正
し
い
と
考
え
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
再
び
詳
し
く
取
り
上
げ
る
で
あ
ろ
う

9
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（
後
出
四
2
、
3
参
照
）
。
次
に
、
た
と
え
正
当
化
事
由
と
の
関
係
で
も
未
遂
犯
が
成
立
し
得
る
と
す
る
見
解
を
と
っ
た
場
合
で
も
、
正
当
化

事
情
の
存
在
に
つ
い
て
は
「
そ
う
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
程
度
の
一
応
の
認
識
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
で
正
当
化
の
主
観
的
要
件
と

し
て
十
分
で
は
な
い
か
が
問
題
と
な
る
。
と
く
に
、
正
当
防
衛
の
よ
う
な
緊
急
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
要
件
の
内
容
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

緩
和
も
現
実
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
行
為
者
に
よ
る
防
衛
状
況
の
認
識
を
正
当
防
衛
の
主
観
的
要
件
と
す

る
見
解
を
と
っ
た
上
で
、
さ
ら
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
主
観
的
要
件
の
内
容
に
関
す
る
問
題
で
あ
り
、
本
稿
の
対
象
外
で

あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
防
衛
状
況
の
認
識
を
正
当
化
の
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
の
か
ど
う
か
が

そ
の
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
右
の
⑥
の
事
例
と
の
関
係
で
は
、
（
不
可
罰
的
な
）
不
能
犯
か
、
（
可
罰
的
な
）
未
遂
犯
か
が
問
題

と
な
る
場
合
で
、
結
果
発
生
に
つ
き
未
必
の
故
意
し
か
な
い
と
き
に
も
未
遂
犯
が
成
立
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
見
解
が
対
立
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
こ
と
も
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
西
ド
イ
ッ
の
一
部
の
学
説
は
、
結
果
の
発
生
が
物
理
的
に
不
能
な
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

行
為
者
が
結
果
発
生
を
目
的
と
し
て
意
図
し
な
い
限
り
不
可
罰
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
未
遂
犯
か

不
能
犯
か
が
問
題
と
な
る
事
例
に
限
っ
て
、
未
必
の
故
意
の
場
合
を
処
罰
の
対
象
か
ら
排
除
し
、
結
果
を
目
的
と
す
る
行
為
の
み
を
違
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

と
す
る
十
分
の
根
拠
が
あ
る
の
か
ど
う
か
疑
問
と
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
未
遂
犯
論
・
不
能
犯
論
の
問
題

で
あ
っ
て
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
本
稿
が
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
の
は
．
行
為
者
が
、
正
当
防
衛
の
要
件
た
る
一
定
の
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
認

識
を
欠
い
て
い
た
か
、
ま
た
は
、
正
当
防
衛
の
要
件
事
実
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
つ
つ
も
結
局
は
そ
れ
を
否
定
し
て
行
為
し

た
場
合
に
お
け
る
偶
然
防
衛
の
事
例
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

10

（
6
）
　
前
出
注
1
参
照
。

（
7
）
　
な
お
、
井
田
・
法
学
教
室
九
五
号
（
前
掲
注
5
）
八
六
頁
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
検
討
し
て
い
る
。
「
動
物
好
き
の
甲
は
、
森
で
野
う
さ
ぎ

　
に
狙
い
を
つ
け
て
い
る
ハ
ン
タ
ー
A
に
向
け
て
石
を
投
げ
つ
け
、
重
い
傷
害
を
与
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、



違法性における結果無価値と行為無価値（1）

実
は
A
は
野
う
さ
ぎ
で
は
な
く
ハ
ソ
タ
ー
B
を
殺
そ
う
と
し
て
ひ
そ
か
に
銃
を
向
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
」

（
8
）
　
な
お
、
西
ド
イ
ッ
の
通
説
も
、
「
防
衛
の
意
思
」
に
お
け
る
認
識
の
対
象
は
正
当
防
衛
の
要
件
事
実
の
す
べ
て
だ
と
す
る
．
た
と
え
ば
、
ミ
o
雇

の
導
。
q
孚
蓉
7
Q
凄
準
§
含
O
器
自
買
。
ご
一
①
馨
量
8
曾
¢
畳
①
蚕
く
霞
切
Φ
。
註
Φ
議
の
琶
鴨
Φ
一
Φ
馨
垂
鳩
男
Φ
器
。
ぼ
§
h
宥
国
毘
富
。
5
Φ
ン

　
一
〇
〇
。
8
ω
●
旨
ω
参
照
（
文
献
も
詳
し
い
）
。

（
9
）
　
わ
た
く
し
の
知
る
限
り
、
こ
の
こ
と
を
い
ち
早
く
意
識
し
て
い
た
の
は
、
Q
寅
羨
閑
。
邑
F
　
O
瀞
召
凝
9
霧
夢
鼠
。
偉
民
閃
。
。
暮
逡
豊
。
馨
－

　
目
Φ
詩
9
普
ρ
お
昭
（
碧
茸
ぎ
り
舞
区
霞
富
卜
醒
中
　
お
8
y
¢
5
0
朔
　
で
あ
る
。
最
近
の
西
ド
イ
ッ
の
文
献
の
な
か
で
は
、
と
く
に
、
旨
8
三
目

国
毎
零
算
僧
ω
貫
鋒
3
。
算
ロ
暫
魯
一
夷
審
魯
－
導
巴
『
試
零
ゲ
霞
霞
①
甚
a
①
』
。
＞
q
中
お
o。
Q
。
”
¢
一
〇。
㌣
ミ
ω
　
に
よ
る
錯
誤
事
例
の
諸
類
型
の
分
析
が
示
唆

　
に
富
む
（
紹
介
と
し
て
、
井
田
・
本
誌
五
七
巻
一
号
〔
一
九
八
四
年
〕
一
二
五
頁
以
下
が
あ
る
．
た
だ
し
、
ル
シ
ュ
カ
の
分
析
は
、
構
成
要
件
該
当

　
事
実
と
正
当
化
事
情
と
を
ま
っ
た
く
パ
ラ
レ
ル
に
取
り
扱
う
立
場
を
前
提
と
し
て
い
る
）
．
な
お
、
わ
が
国
の
文
献
の
な
か
で
は
、
佐
久
間
『
刑
法

　
に
お
け
る
事
実
の
錯
誤
』
（
前
掲
注
4
）
三
八
二
頁
以
下
、
川
端
博
『
正
当
化
事
情
の
錯
誤
』
（
一
九
八
八
年
）
二
一
二
頁
以
下
を
参
照
。
ま
た
、
西

　
村
克
彦
「
い
わ
ゆ
る
『
偶
然
防
衛
』
に
つ
い
て
』
判
例
時
報
八
二
四
号
（
一
九
七
六
年
）
三
頁
以
下
も
見
よ
。

（
1
0
）
　
た
と
え
ば
、
団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
』
（
前
掲
注
1
）
二
四
二
頁
注
（
二
九
）
、
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
－
総
論
』
（
一
九
七
四
年
）
一
七
九

　
頁
、
平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』
（
一
九
七
七
年
）
五
六
頁
、
中
義
勝
『
講
述
犯
罪
総
論
』
（
一
九
八
○
年
）
コ
ニ
七
頁
、
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論

　
（
中
）
』
（
一
九
八
六
年
）
三
五
三
頁
以
下
、
佐
久
間
『
刑
法
に
お
け
る
事
実
の
錯
誤
』
（
前
掲
注
4
）
一
六
五
頁
以
下
、
二
七
二
頁
以
下
な
ど
参
照
。

（
1
1
）
　
な
お
、
閃
o
邑
算
○
浮
ぎ
一
辞
富
田
鼠
＆
①
（
前
掲
注
9
）
ω
。
一
①
一
や
も
参
照
．

（
12
）
　
ち
な
み
に
、
刑
法
学
に
お
い
て
事
例
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
の
恣
意
性
・
偶
然
性
と
、
そ
の
方
法
論
的
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
井
田
「
故

　
意
に
お
け
る
客
体
の
特
定
お
よ
び
『
個
数
』
の
特
定
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
二
七
巻
三
号
（
一
九
八
六
年
）
三
七
頁
以
下
．
と
く
に
三
八
頁
注
（
2
）

　
参
照
。

（
1
3
）
　
ち
な
み
に
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
窃
盗
犯
人
A
が
、
所
有
者
が
被
虫
冒
叩
を
取
り
戻
し
に
来
た
と
思
っ
て
こ
れ
に
対
抗
し
た
と
こ
ろ
、
実
は
そ
れ

　
が
財
物
の
所
有
者
で
は
な
く
単
な
る
強
盗
犯
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
例
を
挙
げ
て
い
た
（
閃
寅
旦
O
瀞
き
凝
ま
窪
鼠
呂
①
〔
前
掲
注
9
〕
oQ
」
曾

　
に
ょ
る
）
。

（
1
4
）
　
こ
の
よ
う
に
、
偶
然
防
衛
の
場
合
．
客
観
的
に
は
正
当
化
さ
れ
る
事
実
が
存
在
し
，
主
観
的
に
は
違
法
な
事
実
を
表
象
し
て
い
る
と
い
う
意
味

　
に
お
い
て
は
、
「
主
観
面
が
客
観
面
を
超
過
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
（
平
野
「
刑
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
〔
第
二
回
〕
」
法
学
教
室
八
O
号
〔
一

　
九
八
七
年
〕
四
七
頁
）
。
こ
れ
に
対
し
、
偶
然
防
衛
の
場
合
、
防
衛
状
況
の
認
識
の
有
無
が
客
観
的
な
法
益
侵
害
性
の
存
否
・
程
度
に
影
響
す
る
と

　
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
、
「
主
観
面
が
客
観
面
を
超
過
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
．
こ
れ
ま
で
、
「
主
観
的
な
超
過
要
素
」
の

11
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み
を
主
観
的
違
法
要
素
と
す
る
見
解
（
た
と
え
は
、
平
野
『
刑
法
総
論
1
』
2
九
七
二
年
〕
一
二
二
頁
以
下
）
が
前
提
と
し
て
き
た
の
は
、
後
者

　
の
用
語
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
同
じ
論
者
が
、
正
当
化
事
情
の
認
識
を
正
当
化
の
要
件
と
し
、
偶
然
防
衛
を
1
既
遂
と

　
し
て
で
あ
れ
、
未
遂
と
し
て
で
あ
れ
ー
違
法
行
為
と
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
、
そ
の
限
り
で
は
首
尾
一
貫
し
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
曾
根
威
彦
『
刑
法
に
お
け
る
正
当
化
の
理
論
』
（
一
九
八
O
年
）
二
一
四
頁
以
下
、
同
「
偶
然
防
衛
」
（
植
松
ほ
か
）
『
現
代
刑
法
論
争
1
』
（
一

九
八
三
年
）
一
三
四
頁
以
下
、
同
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
八
七
年
）
二
五
頁
。

（
1
6
）
　
こ
の
点
で
曾
根
説
に
賛
成
す
る
の
は
、
川
端
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
防
衛
の
意
思
」
（
藤
木
英
雄
”
板
倉
宏
編
）
『
刑
法
の
争
点
（
新
版
）
』
（
一

　
九
八
七
年
）
五
三
頁
、
同
『
正
当
化
事
情
の
錯
誤
』
（
前
掲
注
9
）
二
二
七
頁
以
下
。
な
お
、
類
似
の
理
由
づ
け
は
、
西
村
「
い
わ
ゆ
る
『
偶
然
防
衛
』

　
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
三
頁
、
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
七
七
年
）
二
〇
八
頁
に
も
見
ら
れ
る
。

（
17
）
　
前
田
雅
英
「
正
当
防
衛
に
関
す
る
一
考
察
」
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』
（
一
九
八
三
年
）
三
四
四
頁
、
同
『
刑
法
総
論
講

　
義
』
（
一
九
八
八
年
）
二
六
四
頁
参
照
．

（
1
8
）
曾
根
「
偶
然
防
衛
」
（
前
掲
注
15
）
一
三
六
頁
、
同
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
15
）
二
五
頁
参
照
。

（
1
9
）
　
し
た
が
っ
て
，
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
「
早
い
者
勝
ち
」
（
福
田
平
『
対
談
刑
法
総
論
（
中
）
』
〔
一
九
八
六
年
〕
一
七
頁
、
川
端
「
正

当
防
衛
に
お
け
る
防
衛
の
意
思
」
〔
前
掲
注
1
6
〕
五
三
頁
）
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
事
案
の
性
質
か
ら
し
て
仕
方
の
な
い
こ
と

　
な
の
で
あ
る
。

（
2
0
）
　
正
当
に
も
、
内
藤
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）
』
（
前
掲
注
1
0
）
三
四
四
頁
は
、
偶
然
防
衛
の
場
合
で
も
、
客
観
的
に
は
「
不
正
」
対
「
正
」
の
関

　
係
に
あ
る
と
す
る
。

（
2
1
）
　
こ
の
種
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
犀
利
な
分
析
を
加
え
た
の
は
、
＞
震
“
寄
ぎ
富
塁
ω
黄
Φ
葺
σ
げ
①
島
鼠
鼠
ヨ
く
自
鴇
貫
瀬
冒
。
葵
盲
の
窪
弩

　
N
≦
①
篤
o
ぎ
伽
窃
弓
警
o
田
導
畠
零
閃
①
o
導
h
Φ
詳
蒔
“
⇒
o
q
巴
轟
o
＆
①
吋
”
ヨ
目
暮
げ
＄
寅
＆
器
岳
の
魯
冒
9
ぎ
”
男
窪
富
o
ぼ
ゆ
津
霊
『
国
導
甲
＝
o
一
琴
一
魯
』
o
－

　
¢
魯
①
簿
目
ヨ
ぎ
。
O
①
ど
詳
o
。
審
騨
国
諺
3
吋
ω
導
α
ゆ
一
〇
〇
〇
9
ω
。
ω
〇
一
第
」
墓
σ
ω
8
第

（
2
2
）
　
こ
れ
を
肯
定
す
る
の
は
、
＞
醤
ρ
喝
巴
零
富
5
の
品
①
（
前
掲
注
2
1
）
o
Q
、
8
P
　
こ
れ
に
対
し
、
西
ド
イ
ッ
の
通
説
は
反
対
の
よ
う
で
あ
る
．
た
と

　
え
ば
、
目
ぎ
a
貫
r
窪
象
⇒
霞
」
罠
ω
o
ま
5
ぎ
＼
浮
穿
＆
9
の
＃
鑑
α
身
霧
9
昌
琴
7
国
o
冨
冨
①
客
震
噛
器
．
｝
β
P
お
o
o
o
。
噸
く
零
吻
器
廟
切
身
」
倉
男
ユ
零
ダ

　
O
臣
注
－
仁
包
O
冨
目
胃
。
露
①
ヨ
①
（
前
掲
注
8
）
ω
．
一
認
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
た
文
献
参
照
．

（
2
3
）
国
び
Φ
浮
巽
山
の
9
巨
き
習
。
D
①
き
ω
σ
冨
ヰ
。
昌
戸
＞
凝
。
幕
ぎ
霞
弓
①
一
r
ω
言
鎌
Φ
暮
ま
戸
P
＞
島
。
一
Q
Q。
ρ
oo
る
怠
鉾
ω
鋸
第
旧
浮
営
①
N
＞
ξ
舘
戸

　
oo
ヰ
鋒
矩
写
α
茜
①
ω
く
①
議
仁
魯
o
ロ
ゆ
一
〇
〇
〇
ρ
ω
。
一
㎝
oo
庸
3
H
oo
㎝
朔

（
2
4
）
　
前
掲
注
2
3
に
引
用
し
た
論
者
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
月
言
3
器
名
。
一
鵯
＆
噂
9
0
円
暑
且
。
5
彗
o
q
自
零
号
暮
零
ぎ
昌
く
震
霊
。
富
－

12



一
①
箒
①
」
具
国
彗
ψ
『
。
騨
魯
ぎ
国
募
魯
＼
醤
§
器
≦
。
一
〇
q
①
呂
（
田
轟
。
y
ω
嘗
鋒
§
算
毒
伍
写
首
ぎ
巴
b
。
一
三
貯

這
o
o
P
の
●
旨
一
・

凶
づ
『
即
冨
⇒
q
β
傷
U
Φ
暮
。。
o
匡
p
＆
℃

　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
偶
然
防
衛
を
め
ぐ
る
学
説
の
概
観

　
本
章
に
お
い
て
は
、
偶
然
防
衛
の
取
り
扱
い
を
め
ぐ
る
従
来
の
学
説
の
状
況
を
概
観
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
主
た

る
関
心
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
、
結
果
無
価
値
お
よ
び
行
為
無
価
値
の
概
念
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
、
ま
た
そ
れ
ら
相
互
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
結
論
を
導
い
て
い
る
の
か
に
あ
る
。

違法性における結果無価値と行為無価値（1）

　
1
　
既
送
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
わ
が
国
の
学
説
の
多
数
説
は
、
主
と
し
て
「
通
説
的
体
系
」
を
前
提
と
し
、
違
法
評
価
に
あ
た
っ
て
結
果
無
価
値
と
と
も
に
行
為
無
価

値
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
違
法
二
元
論
（
ま
た
は
「
行
為
無
価
値
H
結
果
無
価
値
二
元
論
」
）
に
立
脚
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

つ
、
偶
然
防
衛
の
場
合
に
お
い
て
は
、
発
生
結
果
に
つ
き
既
遂
の
違
法
性
を
肯
定
で
き
る
と
す
る
．
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う

な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
ω
　
既
遂
説
の
有
力
な
主
張
者
で
あ
る
大
塚
お
よ
び
福
田
は
、
正
当
防
衛
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
た
め
に
は
、
結
果
的
に
防
衛

の
効
果
が
生
じ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
行
為
が
「
防
衛
行
為
」
と
呼
び
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
「
防
衛
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

思
」
が
不
可
欠
の
要
件
に
な
る
、
と
す
る
。
要
す
る
に
、
「
正
当
防
衛
」
と
い
い
得
る
た
め
に
は
「
防
衛
行
為
」
が
必
要
で
あ
り
、
「
防
衛

行
為
」
と
い
い
得
る
た
め
に
は
「
防
衛
の
意
思
」
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
概
念
分
析
」
だ
け
で
は
論
拠
と
し
て
十
分
で
な
い
。
正
当
防
衛
と
し
て
の
正
当
化
を
認
め
る
た
め
に
、
「
防

13
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衛
の
意
思
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
行
為
」
と
い
う
意
味
で
の
「
防
衛
行
為
」
が
そ
の
要
件
と
な
る
か
ど
う
か
が
、
ま
さ
に
論
証
を
要
す

る
当
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
実
質
的
・
価
値
論
的
考
慮
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
論
拠
が
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
右
の
よ
う
な
形
式
論
理
で
事
足
れ
り
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
種
の
概
念
法
学
と
呼
ば
れ
て
も
仕
方
が
な
い
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ

る
。　

さ
ら
に
、
前
出
二
ω
で
示
し
た
よ
う
な
「
偶
然
防
衛
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
類
型
を
思
い
浮
か
べ
て
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
③
の
事

例
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
ひ
と
ま
ず
自
己
の
法
益
を
守
る
意
思
で
行
わ
れ
た
「
防
衛
行
為
」
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
多
数
説
に
よ
る
と
、
こ
の
場
合
に
は
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
結
論
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
り
、
こ

こ
に
お
い
て
、
多
数
説
の
形
式
的
論
理
の
限
界
が
露
呈
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
「
防
衛
行
為
」
の
概
念
分
析
は
，
偶
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

防
衛
の
諸
類
型
を
統
一
的
に
解
決
し
得
る
原
理
と
し
て
も
役
に
立
た
な
い
の
で
あ
る
。

　
ω
　
こ
れ
に
対
し
．
多
数
説
の
よ
う
な
既
遂
処
罰
の
結
論
を
．
結
果
無
価
値
お
よ
び
行
為
無
価
値
の
概
念
を
用
い
て
よ
り
理
論
的
に
説

明
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
と
が
と
も
に
肯
定
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
違
法
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
ひ
と
た
び
基
礎
づ
け
ら
れ
た
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
た
め
に
は
、
結
果

無
価
値
と
行
為
無
価
値
と
が
と
も
に
否
定
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
客
観
的
な
防
衛
結
果
（
U
結
果
価
値
）
が
発
生

し
た
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
防
衛
意
思
に
も
と
づ
く
正
当
価
値
の
追
求
行
為
（
雁
行
為
価
値
）
が
と
も
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

と
す
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
説
明
に
対
し
て
は
、
客
観
的
に
は
防
衛
結
果
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
．
少
な
く
と
も
結
果
無
価
値
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

否
定
さ
れ
て
、
せ
い
ぜ
い
未
遂
の
違
法
性
し
か
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
多
数
説
の
違
法

二
元
論
も
、
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
の
段
階
に
お
い
て
は
、
行
為
無
価
値
と
独
立
し
て
結
果
無
価
値
の
み
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

未
遂
と
な
る
こ
と
（
そ
し
て
、
結
果
無
価
値
と
は
独
立
し
て
行
為
無
価
値
の
み
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
不
可
罰
と
な
る
こ
と
）
を
認

14
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め
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
違
法
阻
却
の
場
面
に
お
い
て
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
を
許
さ
な
い
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
多
数
説
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

違
法
二
元
論
は
、
行
為
無
価
値
は
消
極
的
に
違
法
性
を
否
定
す
る
方
向
で
だ
け
考
慮
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
偶
然
防

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

衛
の
場
合
に
お
い
て
は
、
結
局
、
行
為
無
価
値
の
み
に
よ
り
完
全
な
（
“
既
遂
の
）
違
法
性
を
肯
定
し
て
い
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
批
判
は
、
多
数
説
が
前
提
と
す
る
「
体
系
」
を
理
解
し
な
い
、
い
わ
ば
「
外
在
的
な
」
批
判
に
す
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
32
）

説
得
力
を
欠
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
批
判
は
、
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
と
正
当
化
事
由
の
段
階
と
を
ま
っ
た
く
パ
ラ
レ
ル
に
考

え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
多
数
説
た
る
既
遂
説
は
，
ま
さ
に
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
の
段
階
と
正
当
化
事
由

の
判
断
の
段
階
と
の
間
に
価
値
論
的
な
差
異
が
存
在
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
異
な
っ
た
判
断
原
理
が
そ
れ
ぞ
れ
に
妥
当
す
る
こ
と
か
ら
出
発

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詳
し
く
い
え
ば
、
多
数
説
は
、
構
成
要
件
の
段
階
で
は
、
行
為
無
価
値
と
独
立
に
結
果
無
価
値
の
み
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
（
“
未
遂
）
も
、
結
果
無
価
値
と
独
立
に
行
為
無
価
値
の
み
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
（
た
と
え
ば
、
落
度
の
な
い
行
為
に
も
と
づ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
（
33
）

結
果
の
惹
起
や
、
動
物
・
自
然
現
象
に
よ
る
結
果
の
惹
起
で
、
い
ず
れ
も
不
可
罰
）
も
と
も
に
認
め
る
の
で
あ
る
が
、
正
当
化
事
由
の
段

階
で
は
、
行
為
無
価
値
と
独
立
に
結
果
無
価
値
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
（
”
偶
然
防
衛
を
未
遂
に
す
る
こ
と
）
も
、
結
果
無
価
値
と
独
立
に

行
為
無
価
値
の
み
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
（
H
誤
想
防
衛
の
場
合
で
、
誤
想
に
つ
い
て
客
観
的
過
失
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
、
違
法
阻
却

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
効
果
を
肯
定
す
る
こ
と
）
も
と
も
に
認
め
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
構
成
要
件
と
正
当
化
事
由
を
支
配
す
る
原
理
が
相
違
す
る
こ
と

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
直
ち
に
矛
盾
だ
と
い
う
こ
と
は
で
ぎ
な
い
の
で
あ
る
．
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
多
数
説
の
体
系
的

思
考
は
、
現
行
刑
法
の
素
直
な
解
釈
に
も
合
致
す
る
と
い
え
な
く
は
な
い
．
す
な
わ
ち
、
現
行
刑
法
の
解
釈
論
と
し
て
、
構
成
要
件
の
段

階
で
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
の
評
価
が
分
離
・
独
立
可
能
で
あ
る
こ
と
は
、
（
後
者
が
欠
け
る
場
合
を
予
定
し
た
）
未
遂
処
罰
規
定

が
こ
れ
を
認
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
正
当
化
事
由
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
件
の
す
べ
て
が
肯
定
さ
れ
て
は
じ
め
て

違
法
阻
却
の
効
果
が
生
ず
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
正
当
化
事
由
の
要
件
の
一
部
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
未
遂
減
軽
を
肯
定

す
る
よ
う
な
こ
と
は
未
遂
処
罰
規
定
の
予
定
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
、
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
同
時
に

15



法学研究63巻10号（’90：10）

明
ら
か
に
な
る
の
は
、
多
数
説
の
立
場
か
ら
み
る
と
．
偶
然
防
衛
の
場
合
に
、
決
し
て
行
為
無
価
値
の
み
で
完
全
な
違
法
性
を
肯
定
し
て

い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
偶
然
防
衛
の
行
為
は
、
現
に
構
成
要
件
的
結
果
（
た
と
え
ば
、
死
亡
の
結

果
）
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
結
果
惹
起
が
正
当
化
事
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
結
果
無
価
値
を
肯
定
で
き
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
．
こ
れ
ま
で
．
多
数
説
で
あ
る
既
遂
説
に
対
す
る
十
分
に
説
得
力
あ
る
批
判
は
加
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

16

　
2
　
未
遂
説

　
学
説
に
お
い
て
、
多
数
説
を
批
判
し
つ
つ
、
現
在
ま
す
ま
す
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
偶
然
防
衛
の
場
合
に
つ
き
未
遂
不
法
し

か
肯
定
し
な
い
見
解
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
未
遂
説
に
つ
い
て
は
、
二
つ
の
型
を
区
別
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
．
多
数
説
と
同
じ
違
法
二
元
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
と
、
い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

る
。
な
お
、
西
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
、
違
法
二
元
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
主

観
説
な
い
し
こ
れ
に
近
い
立
場
を
前
提
と
し
て
お
り
、
わ
が
国
の
学
説
と
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
35
）

　
ω
　
わ
が
国
に
お
け
る
違
法
二
元
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
は
、
偶
然
防
衛
の
場
合
、
行
為
無
価
値
は
肯
定
し
得
る
も
の
の
．
（
既
遂
を

基
礎
づ
け
る
）
結
果
無
価
値
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
未
遂
不
法
の
み
が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
見
解
は
．
行
為
者
が
（
正

当
化
事
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
）
違
法
な
事
実
の
実
現
を
意
図
し
て
行
為
し
た
と
い
う
こ
と
で
行
為
無
価
値
を
肯
定
し
、
他
方
．

客
観
的
な
防
衛
の
結
果
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
で
結
果
無
価
値
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
未
遂
説
の
主
張
者
に
よ
れ
ば
、
偶
然
防
衛
の
行

為
は
、
「
違
法
な
事
実
の
実
現
を
意
図
し
て
行
為
し
た
が
、
結
果
的
に
は
違
法
な
事
実
が
発
生
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
点
で
、
い
わ
ゆ
る

「
不
能
な
客
体
」
に
対
す
る
未
遂
行
為
、
た
と
え
ば
、
死
体
を
生
体
と
誤
信
し
て
殺
害
し
よ
う
と
す
る
行
為
や
、
空
の
ポ
ケ
ッ
ト
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
財
布
が
入
っ
て
い
る
と
思
っ
て
こ
れ
を
す
り
と
ろ
う
と
し
て
手
を
入
れ
る
行
為
と
理
論
的
に
等
価
値
だ
と
さ
れ
る
．
こ
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う
し
た
客
体
の
不
能
の
事
例
も
、
偶
然
防
衛
の
事
例
も
、
事
後
的
に
み
て
保
護
法
益
の
違
法
な
侵
害
は
生
じ
て
い
な
い
が
、
事
前
判
断
に

よ
れ
ば
、
保
護
客
体
に
対
す
る
違
法
な
侵
害
の
危
険
性
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
（
未
遂
犯
を
基
礎
づ
け
る
）
行
為
無
価
値
を
肯
定
し
得

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
も
、
明
快
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．
す
な
わ
ち
、
結
果
無
価
値
と
は
、

事
後
的
に
み
て
（
霞
冨
邑
、
法
に
と
っ
て
望
ま
し
く
な
い
結
果
事
態
が
生
じ
た
と
き
に
下
さ
れ
る
否
定
的
判
断
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
、

法
規
範
の
具
体
的
命
令
（
法
義
務
）
に
違
反
し
て
行
為
す
る
と
き
、
行
為
無
価
値
と
い
う
規
範
的
評
価
が
下
さ
れ
る
．
た
だ
し
、
こ
の
場

合
の
法
規
範
は
、
行
為
時
（
霞
弩
琶
に
お
か
れ
た
一
般
人
が
認
識
し
た
で
あ
ろ
う
事
実
を
前
提
と
し
て
、
違
法
な
結
果
事
態
を
生
じ
さ
せ

得
る
よ
う
な
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
の
区
別
は
、
発
生
事
態
に
対
す
る
事
後
的

な
無
価
値
判
断
と
、
事
前
判
断
を
基
準
と
し
て
行
為
が
規
範
の
命
令
（
蓼
需
艮
三
と
し
て
の
法
義
務
に
違
反
す
る
と
い
う
判
断
と
の
区
別

な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
ω
　
違
法
評
価
は
結
果
無
価
値
の
判
断
に
尽
き
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
も
、
未
遂
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
．

こ
の
見
解
は
、
既
遂
不
法
を
基
礎
づ
け
る
結
果
無
価
値
（
“
結
果
の
発
生
）
と
、
未
遂
不
法
を
基
礎
づ
け
る
結
果
無
価
値
（
H
結
果
発
生

の
危
険
性
）
と
を
区
別
す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
、
偶
然
防
衛
の
場
合
は
、
「
違
法
な
結
果
」
が
生
じ
て
い
な
い
以
上
、
既
遂
の
違

法
性
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
客
体
の
不
能
の
場
合
と
理
論
的
に
同
じ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
防
衛
に
必
要
な
限
度
で

刑
法
に
よ
る
保
護
を
否
定
さ
れ
る
客
体
に
向
け
ら
れ
た
行
為
（
つ
ま
り
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
客
体
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

れ
を
侵
害
し
よ
う
と
し
て
行
わ
れ
た
行
為
）
は
、
「
不
能
な
客
体
」
に
対
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
．
し
た
が
っ
て
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

見
解
に
よ
る
と
、
事
前
判
断
に
よ
る
結
果
発
生
の
危
険
性
、
す
な
わ
ち
、
あ
り
得
た
保
護
客
体
の
侵
害
の
危
険
性
が
、
偶
然
防
衛
の
事
例

に
お
け
る
処
罰
の
根
拠
を
な
す
こ
と
に
な
り
、
違
法
二
元
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
に
よ
っ
て
行
為
無
価
値
の
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

た
「
事
前
判
断
に
よ
る
結
果
発
生
の
危
険
性
」
が
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
結
果
無
価
値
の
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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⑥
　
違
法
二
元
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
と
、
結
果
無
価
値
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
と
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
一
般
人
を
基
準
と
す
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

前
判
断
（
も
ち
ろ
ん
．
行
為
者
が
知
っ
て
い
た
特
別
な
事
情
も
判
断
の
基
礎
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に
よ
り
認
識
可
能
な
事
実
を
前

提
と
し
て
、
違
法
な
結
果
が
生
ず
る
危
険
性
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
未
遂
の
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
未
遂
処
罰
に
関
す
る
具
体
的
危
険
説
の
適
用
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
に
わ
が
国
で
偶
然
防
衛
に
つ
い
て
未
遂
説
を
と
る
論
者
は
い
ず
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
38
）

も
、
未
遂
処
罰
に
関
し
具
体
的
危
険
説
を
採
用
し
て
い
る
。
違
法
二
元
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
の
立
場
に
お
か
れ
た

一
般
人
を
基
準
と
す
る
事
前
判
断
に
よ
り
、
一
般
人
で
も
違
法
な
事
実
が
存
在
す
る
（
し
た
が
っ
て
、
正
当
防
衛
の
要
件
事
実
が
存
在
し

な
い
）
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
限
り
で
、
規
範
違
反
性
が
認
め
ら
れ
、
未
遂
不
法
を
基
礎
づ
け
る
行
為
無
価
値
性
が
肯
定
さ

れ
る
。
結
果
無
価
値
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
に
よ
っ
て
も
、
一
般
人
を
基
準
と
す
る
事
前
判
断
に
よ
り
正
当
な
利
益
が
失
わ
れ
る
お
そ
れ

が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
未
遂
犯
を
基
礎
づ
け
る
結
果
無
価
値
（
”
法
益
侵
害
の
危
険
性
）
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
偶
然
防
衛
の
事
例
に
お
い
て
未
遂
の
違
法
性
が
肯
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
の
事
情
の
下
で
、
行
為
者
の
立
場
に
お
か

れ
た
一
般
人
で
も
正
当
防
衛
の
要
件
事
実
が
存
在
し
な
い
と
考
え
た
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
、
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
、
客
体
の
不
能
の
事
例
に
お
い
て
、
行
為
者
の
立
場
に
お
か
れ
た
一
般
人
で
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
客
体
が
存
在
す
る
と

思
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
限
っ
て
、
未
遂
犯
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
の
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。

　
働
　
こ
う
し
て
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
具
体
的
危
険
説
を
採
用
す
る
限
り
、
偶
然
防
衛
に
関
す
る
未
遂
説
は
、
理
論
的
に
ま
さ
に
首
尾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
鴨
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

一
貫
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
遂
説
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
自
明
の
も
の
で
な
い
理
論
的
仮
説
を
前
提
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヤ
　
ち
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ

い
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
該
当
事
実
と
、
正
当
化
事
情
と
は
、
刑
法
的
評
価
の
上
で
ま
っ
た
く
等
価
値
で
あ
り
、
構
成
要
件
該
当
事

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
（
3
9
）

実
に
つ
い
て
妥
当
す
る
原
理
は
正
当
化
事
情
に
つ
い
て
も
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
前
提
で
あ
る
。
未
遂
説
の
当
否
は
、
こ
の

理
論
的
前
提
が
批
判
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
の
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
後
に
論
証

す
る
よ
う
に
、
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
未
遂
説
の
理
論
的
前
提
を
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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違法性における結果無価値と行為無価値（1）

　
㈲
　
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
外
の
点
に
関
す
る
未
遂
説
へ
の
批
判
は
、
い
ず
れ
も
決
定
的
な
批
判
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

　
ま
ず
、
既
遂
説
の
側
か
ら
加
え
ら
れ
て
い
る
批
判
と
し
て
、
偶
然
防
衛
の
場
合
に
は
、
構
成
要
件
的
結
果
が
発
生
し
て
お
り
構
成
要
件

該
当
性
の
段
階
で
は
既
遂
で
あ
る
の
に
、
違
法
性
判
断
の
段
階
で
未
遂
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
で
可
能
か
と
い
う
批

　
　
　
（
4
0
）

判
が
あ
る
。
し
か
し
、
未
遂
説
は
、
（
た
と
え
ば
、
被
害
者
の
利
益
が
法
の
保
護
の
外
に
あ
る
と
い
う
理
由
で
）
偶
然
防
衛
行
為
が
不
法

の
実
体
に
お
い
て
未
遂
行
為
と
同
等
だ
と
し
つ
つ
、
未
遂
処
罰
規
定
を
類
推
適
用
（
な
い
し
準
用
）
し
、
刑
の
減
軽
の
点
で
未
遂
と
同
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
融
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

よ
う
に
取
り
扱
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ
行
為
者
に
有
利
な
方
向
で
の
類
推
適
用
を
否
定
す
る
と
い
う
の
で
な
い
限
り
、
そ
れ
は
、

現
行
刑
法
の
解
釈
論
と
し
て
不
可
能
な
理
論
構
成
と
は
い
い
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
問
題
は
、
偶
然
防
衛
行
為
の
不
法
の
実
体
が

未
遂
に
等
し
い
と
考
え
る
こ
と
に
実
質
的
な
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
の
点
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
次
に
、
未
遂
説
は
、
未
遂
行
為
に
よ
る
防
衛
の
場
合
に
困
難
に
遭
遇
す
る
、
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
該
当
性
の

段
階
で
の
未
遂
行
為
に
つ
い
て
正
当
防
衛
に
よ
る
正
当
化
が
問
題
と
な
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
殺
人
未
遂
行
為
の
違
法
性
が
問
題
と
な
る

場
合
に
、
偶
然
防
衛
を
未
遂
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
す
る
と
、
ま
さ
に
「
未
遂
の
未
遂
」
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

　
　
　
（
4
3
）

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
未
遂
説
に
と
っ
て
は
、
行
為
時
に
お
い
て
一
般
人
が
認
識
し
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
を
基
礎
と
し
た
事
前
判

　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

断
に
よ
り
、
正
当
な
利
益
が
失
わ
れ
る
危
険
性
（
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
の
危
険
性
と
は
別
種
の
危
険
性
）
が
あ
っ
た

か
ど
う
か
の
一
点
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
偶
然
防
衛
の
場
合
に
は
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
、
不
発
生
と
い
う
事
後
的

な
成
り
行
き
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
行
為
者
の
立
場
に
お
か
れ
た
一
般
人
が
正
当
防
衛
の
要
件
事
実
の
存
在
に
は
容
易
に
は
気
づ
き
得
な

か
っ
た
と
い
う
事
情
に
あ
る
限
り
、
違
法
な
結
果
実
現
の
未
遂
の
限
度
で
（
の
み
）
違
法
性
を
肯
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
段

階
で
の
未
遂
行
為
に
つ
い
て
は
、
未
遂
と
し
て
処
罰
す
る
に
あ
た
り
未
遂
減
軽
規
定
を
類
推
適
用
す
る
必
要
性
が
な
く
な
る
と
い
う
だ
け

で
、
別
に
「
未
遂
の
未
遂
」
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
右
の
批
判
は
概
念
的
な
論
難
に
す
ぎ
ず
．
少
な
く
と
も
未
遂

説
に
対
す
る
本
質
的
な
批
判
と
し
て
取
り
上
げ
る
に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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3
　
不
可
罰
説
（
”
防
衛
の
意
思
不
要
説
）

　
最
近
、
学
説
に
お
い
て
賛
同
者
を
増
し
つ
つ
あ
る
不
可
罰
説
は
、
防
衛
の
意
思
不
要
説
と
も
呼
ば
れ
、
徹
底
し
た
結
果
無
価
値
論
の
立

　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
）

場
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
結
果
無
価
値
論
に
も
と
づ
く
未
遂
説
が
、
未
遂
を
基
礎
づ
け
る
結
果
無
価
値
と
、
既
遂
を
基
礎
づ

け
る
結
果
無
価
値
と
を
区
別
し
、
前
者
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
事
前
判
断
を
基
準
に
し
、
後
者
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
事
後
判
断
を
基
準

と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
不
可
罰
説
は
、
違
法
判
断
の
事
後
性
の
原
則
を
首
尾
一
貫
し
て
適
用
し
、
結
果
無
価
値
の
判
断
が
客
観
的
な
事

実
判
断
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
未
遂
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
既
遂
の
場
合
で
あ
ろ
う
と
、
同
じ
よ
う
に
事
後
判
断
を
基
準
と
し
て
決
せ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
能
な
客
体
に
向
け
ら
れ
た
行
為
の
場
合
に
お
い
て
も
、
事
後
的
に
見

て
保
護
さ
れ
る
べ
き
具
体
的
な
法
益
が
存
在
し
な
い
以
上
、
そ
れ
に
対
す
る
危
険
の
発
生
も
考
え
ら
れ
ず
、
未
遂
犯
と
し
て
も
処
罰
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
45
）

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
、
偶
然
防
衛
の
場
合
に
も
、
客
観
的
な
事
後
判
断
に
よ
れ
ば
保
護
に
値
す
る
法
益
が
救

わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
（
し
か
も
、
違
法
な
事
実
が
実
現
す
る
危
険
も
存
在
し
な
い
）
以
上
、
結
果
無
価
値
は
阻
却
さ
れ
、
お
よ
そ
違
法
性

は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
不
可
罰
説
の
論
理
は
、
違
法
判
断
の
事
後
性
の
原
則
を
貫
き
、
未
遂
処
罰
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
客
観
的
危
険
説
を
採
用
す

る
と
き
、
ま
さ
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
．
事
後
判
断
に
よ
る
限
り
、
客
体
の
不
能
の
場
合
に
は
、
お
よ
そ
保
護
に
値
す
る
客
体
は
客
観
的

に
実
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
法
益
侵
害
の
危
険
性
も
肯
定
で
き
な
い
。
同
様
に
、
偶
然
防
衛
の
場
合
に
も
、
事
後
判
断
を
基
準
と
す
れ
ば
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
違
法
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
形
に
お
け
る
不
可
罰
説
の

当
否
は
、
違
法
判
断
を
例
外
な
く
事
後
判
断
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
妥
当
で
あ
る
か
の
一
点
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
対
し
、
不
可
罰
説
を
基
礎
づ
け
る
論
理
と
し
て
、
（
徹
底
し
た
）
結
果
無
価
値
論
以
外
の
立
場
か
ら
の
も
の
が
あ
り
う
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
問
題
意
識
は
、
従
来
の
学
説
の
な
か
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
（
25
）
　
前
出
注
5
参
照
。
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違法性における結果無価値と行為無価値（1）

（
2
6
）
　
団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
』
（
前
掲
注
1
）
二
三
七
頁
以
下
、
大
塚
「
正
当
防
衛
と
防
衛
の
意
思
」
同
『
刑
法
論
集
ω
』
（
一
九
七
六
年
）
一
六
二

　
頁
以
下
、
同
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
』
（
改
訂
版
・
一
九
八
六
年
）
三
三
八
頁
以
下
、
福
田
『
全
訂
刑
法
総
論
』
（
一
九
八
四
年
）
一
四
五
頁
以
下
、
福

　
田
H
大
塚
『
対
談
刑
法
総
論
（
中
）
』
（
前
掲
注
1
9
）
一
頁
以
下
、
西
原
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
1
6
）
二
〇
八
頁
、
柏
木
千
秋
『
刑
法
総
論
』
（
一
九

　
八
二
年
）
一
七
一
頁
、
大
谷
実
『
刑
法
講
義
総
論
』
（
第
二
版
・
一
九
八
八
年
）
二
三
〇
頁
以
下
、
佐
久
間
『
刑
法
に
お
け
る
事
実
の
錯
誤
』
（
前
掲

　
注
4
）
三
八
二
頁
以
下
、
と
く
に
四
一
五
頁
以
下
、
そ
の
ほ
か
、
小
暮
得
雄
「
正
当
防
衛
」
刑
法
講
座
第
二
巻
（
一
九
六
三
年
）
一
四
〇
頁
以
下
、

　
西
村
「
い
わ
ゆ
る
『
偶
然
防
衛
』
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
三
頁
以
下
、
津
田
重
憲
「
い
わ
ゆ
る
正
当
防
衛
に
お
け
る
『
防
衛
の
意
思
』
に
つ
い

　
て
」
専
修
大
学
大
学
院
紀
要
・
経
済
と
法
一
五
号
（
一
九
八
二
年
）
六
六
頁
以
下
、
八
六
頁
以
下
。
ま
た
、
「
通
説
的
体
系
」
を
承
認
し
な
い
論
者

　
の
な
か
で
既
遂
説
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
五
九
年
）
二
六
一
頁
、
三
七
一
頁
以
下
、
佐
伯
千
偲
『
四
訂
刑
法

講
義
（
総
論
）
』
（
一
九
八
一
年
）
二
〇
一
頁
（
も
っ
と
も
、
同
書
三
一
九
頁
も
参
照
）
、
荘
子
邦
雄
『
刑
法
総
論
〔
新
版
〕
』
（
一
九
八
一
年
）
二
壬
二

頁
以
下
、
藤
木
英
雄
『
注
釈
刑
法
図
の
1
総
則
図
』
（
一
九
六
八
年
）
二
三
六
頁
以
下
、
同
『
刑
法
講
義
総
論
』
（
一
九
七
五
年
）
一
六
五
頁
以
下
、

中
野
次
雄
『
刑
法
総
論
概
要
』
（
第
二
版
・
一
九
八
八
年
）
一
八
五
頁
以
下
、
一
八
八
頁
以
下
注
（
7
）
、
川
端
「
偶
然
防
衛
」
（
植
松
ほ
か
）
『
現
代

刑
法
論
争
1
』
（
一
九
八
三
年
）
二
三
頁
以
下
、
同
『
正
当
化
事
情
の
錯
誤
』
（
前
掲
注
9
）
二
二
六
頁
以
下
な
ど
。

　
　
ち
な
み
に
、
西
ド
イ
ッ
で
既
遂
説
を
主
張
す
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
頃
導
の
要
Φ
一
N
鼻
U
器
留
5
零
ぎ
望
蚕
ぼ
8
耳
、
一
一
・
》
魯
・
ご
＄
‘
oっ
・
o。
ω
艶

o。

9
ω
昌
巨
旨
器
器
ン
の
＃
亀
吋
8
馨
（
前
掲
注
2
3
）
ω
。
一
ω
O
戸
♂
○
ご
9
9
富
詳
曽
Φ
一
一
拐
罫
頃
弩
臼
縄
眞
甲
茸
山
甲
宣
盤
雪
毛
Φ
詳
ぎ
q
㌣

　
話
。
馨
・
げ
①
讐
蔦
」
O
お
）
の
D
N
ω
N
幹
謡
O
第
旧
要
一
誉
Φ
ぎ
Q
亀
一
舞
N
ξ
ω
ヰ
爵
一
ξ
q
⑦
累
ヰ
鋒
お
。
暮
一
一
魯
自
d
賓
①
。
算
筈
Φ
⑳
匡
譲
一
周
。
箸
8
ぼ
§
讐
吋

評
三
ω
o
。
ぎ
ぎ
”
目
、
一
S
O
｝
ω
」
認
弗
“
｝
H
富
。
F
ぎ
”
碧
審
赫
①
の
9
N
げ
蓉
買
い
①
一
冨
凝
霞
囚
。
目
ヨ
。
暮
帥
ン
一
ρ
＞
島
●
一
〇
〇Q
仰
く
o
り
励
器
閑
身
・

8
鉾
8
朔
（
も
っ
と
も
、
刑
の
減
軽
“
法
定
刑
の
修
正
の
可
能
性
を
認
め
る
べ
ぎ
だ
と
す
る
）
馴
国
讐
Φ
詳
q
≦
①
旨
韻
9
窪
器
Φ
ダ
9
①
窪
9
①
下

葺
〈
象
切
①
昌
窪
Φ
註
讐
甚
。
Φ
一
①
目
。
暮
。
σ
①
ぎ
寄
ぼ
置
ω
巴
要
。
一
房
α
①
＝
葬
」
O
o
。
S
ぎ
。
。
σ
oQ
」
O
O
算
一
＄
鉾
一
①
帆
鉾
一
刈
㎝
庸
”
頃
弩
。a
－
q
年
一
魯
評
＆
－

　
筑
O
F
＞
づ
窮
零
犀
ロ
づ
O
q
O
⇒
旨
ヨ
国
『
一
”
目
げ
乱
響
彗
げ
霧
寅
づ
畠
一
霞
け
q
窮
｝
Ω
a
ぎ
算
三
器
9
ユ
津
h
麟
り
＞
り
目
ぎ
国
魯
仁
｛
ヨ
”
昌
戸
む
O
o
O
》
ψ
轟
曽
箭
オ
ー
ス
ト

　
リ
ア
の
学
説
の
な
か
で
は
、
0
9
。
円
ユ
韓
零
9
N
ξ
器
9
①
騨
貯
窪
留
竃
畠
霞
弓
暮
げ
窃
富
邑
。。
斜
5
零
岳
凶
9
琶
鴨
二
一
＆
国
。
9
琉
Φ
註
o
q
茸
盤
騎
昌
＆
ρ

　蜀①o。

富
魯
ユ
津
｛
黛
U
一
①
訂
一
魯
O
o
露
Φ
き
一
〇
〇
〇
9
ω
。
邸
旨
朔

（
2
7
）
　
大
塚
「
正
当
防
衛
と
防
衛
の
意
思
」
（
前
掲
注
2
6
）
一
六
六
頁
、
福
田
『
全
訂
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
2
6
）
一
四
五
頁
、
福
田
”
大
塚
『
対
談
刑

法
総
論
（
中
ご
（
前
掲
注
1
9
）
三
頁
以
下
。
類
似
の
理
由
づ
け
は
、
＞
琶
ぎ
国
鎧
誉
魯
目
》
富
富
＆
一
。
q
雷
仁
区
目
3
霧
ご
切
ぎ
島
轟
・
2
。
き
①
㌣

芸
8
箒
」
3
合
¢
謡
o
。
に
も
見
ら
れ
た
。

（
2
8
）
　
ち
な
み
に
、
刑
法
三
六
条
の
「
防
衛
ス
ル
為
メ
」
と
い
う
文
言
が
す
で
に
主
観
的
要
素
と
し
て
の
防
衛
の
意
思
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
説
明
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も
行
わ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
』
〔
前
掲
注
1
〕
二
三
七
頁
以
下
、
小
暮
「
正
当
防
衛
」
〔
前
掲
注
26
〕
一
四
二
頁
、
西
原

　
『
刑
法
総
論
』
〔
前
掲
注
16
〕
二
〇
八
頁
、
中
野
『
刑
法
総
論
概
要
』
〔
前
掲
注
2
6
〕
一
八
五
頁
、
柏
木
『
刑
法
総
論
』
〔
前
掲
注
2
6
〕
一
七
一
頁
、
大

　
谷
『
刑
法
講
義
総
論
』
〔
前
掲
注
26
〕
二
三
一
頁
な
ど
）
．
し
か
し
な
が
ら
、
客
観
的
に
み
て
防
衛
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
た
行
為
を
、
「
防
衛
の
た
め

　
の
行
為
」
と
す
る
こ
と
は
解
釈
と
し
て
不
可
能
で
な
い
（
大
塚
「
正
当
防
衛
と
防
衛
の
意
思
」
〔
前
掲
注
2
6
〕
一
六
四
頁
）
ば
か
り
か
、
右
の
よ
う

　
な
形
式
的
理
由
づ
け
に
対
し
て
も
、
本
文
に
述
べ
た
と
同
じ
批
判
が
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
．
実
質
的
・
価
値
論
的
考
慮
に
さ
か
の
ぼ
ら

　
な
け
れ
ば
、
偶
然
防
衛
の
諸
類
型
を
統
一
的
に
説
明
す
る
た
め
の
解
決
原
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
西
ド
イ
ッ
に

　
お
い
て
、
正
当
防
衛
規
定
（
西
ド
イ
ッ
刑
法
三
二
条
）
の
文
言
解
釈
を
論
拠
と
す
る
肯
定
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
示
唆
に
富
む
の
は
、
宰
ぎ
ダ

O
昌
区
－
仁
鼠
萄
8
鍔
8
三
①
ヨ
①
（
前
掲
注
8
）
の
」
5
第

（
29
）
　
た
と
え
ば
、
福
田
『
全
訂
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
26
）
一
四
五
頁
以
下
、
同
『
対
談
刑
法
総
論
（
中
）
』
（
前
掲
注
19
）
一
七
頁
以
下
参
照
。
な

　
お
、
阿
部
純
二
「
刑
法
総
論
の
現
代
的
課
題
」
冨
≦
O
Q
魯
亀
四
二
号
（
一
九
八
二
年
）
一
八
頁
以
下
も
見
よ
。

（
30
）
　
多
数
説
の
違
法
二
元
論
の
も
つ
、
本
文
に
述
ぺ
た
よ
う
な
「
矛
盾
」
を
指
摘
す
る
の
は
．
中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
八
二
年
）
二
二
八

　
頁
注
（
4
）
、
同
『
大
塚
刑
法
学
の
検
討
』
（
一
九
八
五
年
）
一
六
八
頁
、
一
八
四
頁
以
下
、
同
『
概
説
刑
法
1
』
（
一
九
八
九
年
）
七
二
頁
、
二
〇

　
頁
以
下
、
生
田
勝
義
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
防
衛
意
思
」
西
原
春
夫
ほ
か
編
『
刑
法
学
2
〈
総
論
の
基
本
問
題
H
V
』
（
一
九
七
八
年
）
四
三
頁
、
野

　
村
『
未
遂
犯
の
研
究
』
（
前
掲
注
4
）
一
二
五
頁
、
内
藤
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）
』
（
前
掲
注
1
0
）
一
三
一
頁
、
三
四
三
頁
以
下
、
前
田
『
刑
法
総
論

講
義
』
（
前
掲
注
17
）
八
五
頁
以
下
、
二
六
六
頁
、
同
「
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
1
」
法
学
教
室
一
一
八
号
（
一
九
九
〇
年
）
五
五
頁
．
ち
な

　
み
に
、
日
高
は
、
違
法
二
元
論
の
立
場
か
ら
、
行
為
無
価
値
性
は
違
法
性
を
減
少
さ
せ
る
方
向
で
の
み
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
．
偶
然

防
衛
の
場
合
、
結
果
無
価
値
性
自
体
が
肯
定
さ
れ
な
い
以
上
、
行
為
無
価
値
性
だ
け
で
違
法
性
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
す
る
．
日
高
義

博
「
偶
然
防
衛
」
（
植
松
ほ
か
）
『
現
代
刑
法
論
争
1
』
（
一
九
八
三
年
）
＝
三
頁
。

（
31
）
　
と
く
に
、
西
原
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
旭
）
一
一
五
頁
以
下
、
福
田
『
全
訂
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
26
）
一
三
二
頁
以
下
、
大
谷
『
刑
法
講
義

総
論
』
（
前
掲
注
2
6
）
四
六
頁
以
下
、
二
〇
八
頁
以
下
、
一
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
3
2
）
　
以
下
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
『
刑
法
に
お
け
る
事
実
の
錯
誤
』
（
前
掲
注
4
）
四
一
六
頁
、
四
一
九
頁
注
（
3
）
も
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

（
3
3
）
　
も
っ
と
も
、
既
遂
説
の
主
張
者
の
な
か
に
は
、
故
意
犯
に
関
す
る
限
り
、
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
完
全
な
行
為
無
価
値
が

肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
結
果
無
価
値
は
行
為
無
価
値
の
「
非
独
立
的
な
構
成
部
分
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
見

解
に
よ
れ
ば
、
（
完
全
な
）
行
為
無
価
値
が
肯
定
さ
れ
、
し
か
も
結
果
無
価
値
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
。
窪
誓
F
U
震
望
這
e
仁
ヨ
国
彗
e
暮
o
q
甲
自
区
q
琴
Φ
魯
邑
。
訂
①
」
塁
げ
3
。
民
霞
。
ぎ
9
一
品
。
一
島
角
N
。
議
。
ぼ
馨
塗
乙
δ
鴨
駕
昌
Φ
碧
蚕
場
－
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違法性における結果無価値と行為無価値（1）

　
冨
9
駐
且
。
。
器
霧
。
富
砕
（
目
亀
ε
”
N
幹
≦
ω
創
O
倉
お
o
。
ρ
ω
』
8
R
（
た
だ
し
、
同
論
文
の
』
ミ
の
叙
述
も
参
照
）
己
霞
評
9
①
国
暮
＆
良
ぎ
夷

山
零
oQ
一
蚕
ヰ
8
算
a
品
目
慧
犀
汐
伽
霞
ω
茸
号
馨
薯
げ
一
詩
U
①
暮
の
畠
寅
＆
汐
讐
…
駐
警
昌
畠
①
あ
一
魯
こ
舅
目
富
魯
＼
≦
①
蒔
Φ
＆
（
田
轟
）
矯
ω
マ
亀
§
算

自
＆
国
該
且
召
言
o
鼻
詩
言
『
碧
導
β
呂
U
①
暮
零
包
導
倉
お
o
。
P
幹
刈
9
ハ
ソ
ス
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヒ
ル
シ
ュ
（
井
田
訳
）
「
違
法
論
を
め
ぐ
る
議

論
の
現
状
」
同
（
福
田
平
H
宮
澤
浩
一
監
訳
）
『
ド
イ
ッ
刑
法
学
の
現
代
的
展
開
』
（
一
九
八
七
年
）
五
五
頁
以
下
、
同
（
福
田
”
井
田
訳
）
「
ヴ
ェ

　
ル
ツ
ェ
ル
以
降
の
西
ド
イ
ッ
刑
法
学
（
上
ご
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
三
四
号
（
一
九
八
九
年
）
二
…
頁
参
照
．

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
結
果
の
発
生
・
不
発
生
が
多
か
れ
少
な
か
れ
「
偶
然
」
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
か
ら
（
過
失
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
井
田
「
過
失

犯
と
目
的
的
行
為
論
」
本
誌
六
一
巻
二
号
〔
一
九
八
八
年
〕
一
五
一
頁
参
照
）
、
行
為
者
が
結
果
発
生
の
過
程
を
完
全
に
支
配
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
既
遂
処
罰
の
要
件
に
も
な
り
得
な
い
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
右
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
は
誇
張
が
感
じ
ら
れ
る
．
結
果
無
価
値

　
を
行
為
無
価
値
に
還
元
す
る
こ
と
は
や
は
り
困
難
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
結
果
無
価
値
も
、
違
法
判
断
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
ま
た
行
為
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
る
評
価
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
規
範
違
反
の
観
点
か
ら
す
る
評
価
で
は
な
く
、
行
為
が
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
こ
と
に
対
す
る
当
罰
性

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
の
観
点
か
ら
す
る
評
価
な
の
で
あ
る
。

（
34
）
　
西
ド
イ
ッ
で
未
遂
説
を
と
る
論
者
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
閑
。
邑
ダ
O
験
ま
甥
暮
＄
鼠
呂
Φ
（
前
掲
注
9
）
幹
一
8
中
旧
い
①
琴
ζ
9
ぎ
”

ω
魯
身
ざ
＼
留
ぼ
ま
霞
（
前
掲
注
2
2
）
〈
8
畿
階
崩
即
侮
舅
一
鰹
国
導
甲
類
①
一
⇒
ユ
呂
魯
零
ぎ
。
F
富
年
言
9
山
Φ
の
幹
声
ぼ
Φ
魯
黄
≧
蒔
Φ
舅
①
一
器
同
目
Φ
芦

　
卜
＞
q
自
．
一
〇
〇〇
〇〇
｝
ω
。
N
O
㎝
h
・
馴
Ω
薗
昌
ひ
零
の
嘗
暮
①
昌
譲
①
詳
F
　
の
ひ
り
帥
⇒
①
o
げ
ド
　
》
目
o
q
o
ヨ
Φ
ご
霞
円
o
自
一
｝
ω
●
》
仁
ゆ
●
這
o
o
ど
　
¢
一
ω
O
h
一
置
O
唐
脚
国
費
コ
甲

『
8
魯
ぎ
国
且
o
一
9
舘
一
昌
巴
げ
仁
区
舅
盲
算
一
g
傷
①
の
国
導
負
琶
鴨
盲
≦
①
詳
。
。
。
ぎ
因
導
ヨ
2
α
Φ
『
冨
議
。
轟
一
Φ
μ
q
馨
①
魯
富
一
①
ぼ
ρ
男
8
富
。
写
馨

ま
周
菊
o
ご
富
詳
冒
鐘
声
o
F
這
認
一
〇Q
●
㎝
o。
“
q
霞
。・
‘
閑
8
騨
隔
霞
試
o
q
仁
”
鵯
o
q
急
鼠
o
一
目
の
0
蜜
坤
Φ
。
騨
糟
Ω
①
鼠
o
騨
巳
器
o
ぼ
一
砕
協
母
》
噌
窮
ぎ
国
窪
や

ヨ
導
ダ
一
〇
〇
。
。
り
ψ
ω
お
廿
国
①
陣
昌
彗
ひ
竃
帥
ξ
き
ミ
頃
①
ぎ
N
譲
算
幹
鐸
守
①
9
“
＞
凝
①
馨
汐
霞
目
①
芦
目
①
蓉
導
q
一
℃
8
＞
仁
ヰ
這
o
。
8
¢
ω
郵

ω
㎝
O
馬
●
脚
宰
一
魯
留
舅
の
o
F
ぎ
”
ω
釜
ひ
①
日
暮
ぎ
げ
①
り
国
o
ヨ
ヨ
①
暮
”
触
璋
目
幹
冨
凝
＄
9
N
び
琴
F
望
区
一
’
》
一
貫
①
目
①
ぎ
Φ
り
円
。
芦
㎝
．
＞
q
P
一
〇
〇。
O

（
の
寅
邑
“
一
P
＝
。
騰
霞
章
o
q
y
〈
。
冠
ゆ
舘
閃
身
●
器
卑
“
Q
。
簿
①
ロ
塁
汐
§
且
貫
N
q
ヨ
く
霞
げ
Φ
一
＆
讐
凝
ψ
且
一
一
Φ
昌
び
①
一
伍
Φ
り
2
9
≦
①
ぼ
一
〇
ト
一
〇
〇。
ρ

ω
●
ω
o。
一
卑
…
q
霞
9
ワ
貫
＜
①
辱
。
崔
一
の
盲
o
q
の
≦
芭
①
亀
の
段
9
①
5
貯
①
ω
蜜
Φ
詩
目
毘
畠
震
2
。
響
①
ぼ
一
身
冨
ご
o
。
斜
博
¢
置
顕
馴
象
茜
窪
≦
。
冨
ぴ

○
ε
Φ
5
貯
①
琶
q
冨
冨
。
星
一
Φ
N
弩
8
ぎ
琶
騎
＜
。
ロ
＜
①
浮
亀
貯
①
ダ
O
Φ
♂
年
仁
邑
く
毘
①
一
N
琶
㎎
汐
①
ぎ
Φ
ヨ
皆
爵
菖
o
葛
一
g
の
霞
鋒
寅
冨
冨
け
①
β
一
〇
〇。
ピ

一
塁
す
ψ
一
巽
ご
O
離
暮
げ
需
鼠
ぎ
葺
望
影
ヰ
8
騨
”
≧
蒔
。
目
Φ
ぎ
霞
目
①
芦
お
o
・
ρ
¢
N
虐
卑
嚇
＝
歪
ψ
9
惹
｝
望
蚕
守
8
琴
（
前
掲
注
9
）
¢
一
8

鉾
一
8
唐
脚
魯
轟
睾
切
遵
ヨ
魯
暮
＼
9
浮
び
≦
。
び
①
ン
の
ヰ
”
守
①
。
ヌ
＞
＝
。
q
昏
①
汐
電
日
亀
る
．
＞
島
’
一
。
o。
伊
ω
』
o
。
ω
鉾
0
8
い
る
8
詐
ω
①
ヨ
山

の
魯
雪
。
ヨ
当
戸
9
Φ
q
①
暮
零
富
胃
8
匡
の
①
幹
審
ヰ
Φ
。
馨
ω
＆
器
。
霧
。
訂
津
壁
魯
q
霞
幹
声
守
①
魯
“
弩
Φ
｛
。
周
目
ぎ
oQ
且
。
o
q
Φ
一
号
の
ピ
①
ぎ
国
㎡
霞
国
。
雫

目
雪
冨
富
目
邑
含
窪
≦
一
窪
零
国
o
ヨ
ヨ
①
客
貰
幹
ド
弓
亀
”
弓
辞
訂
9
”
区
甲
g
＆
q
胃
。
昌
邑
Φ
ぼ
①
”
Ω
》
一
〇
〇
。
9
ψ
ω
コ
弗
旧
『
畠
導
μ
＄
≦
①
器
①
5
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ω
け
寅
サ
9
耳
｝
＞
一
訂
①
目
①
ぼ
零
6
亀
し
9
｝
仁
中
一
。
o
。
9
ψ
o。
一
艶
妥
旨
刈
お
よ
び
そ
れ
ら
に
引
用
さ
れ
た
文
献
参
照
。
未
遂
説
を
主
張
す
る
最
近

　
の
論
文
と
し
て
は
、
宰
ぎ
F
毎
盲
阜
琶
α
毎
Φ
目
實
。
菖
①
目
①
（
前
掲
注
8
）
ψ
一
謡
鉾
る
Q
。
朔
が
と
く
に
重
要
で
あ
る
。

（
3
5
）
　
中
『
講
述
犯
罪
総
論
』
（
前
掲
注
1
0
）
一
三
五
頁
以
下
、
同
「
い
わ
ゆ
る
防
衛
の
意
思
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
法
学
論
集
三
九
巻
四
・
五
合
併

号
（
一
九
九
〇
年
）
四
八
一
頁
以
下
、
振
津
隆
行
「
不
法
に
お
け
る
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
（
二
・
完
）
」
関
西
大
学
法
学
論
集
二
六
巻
二
号

　
（
一
九
七
六
年
）
九
四
頁
以
下
、
森
下
忠
（
阿
部
純
二
編
）
『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
・
刑
法
〔
第
四
版
〕
』
（
一
九
八
九
年
）
五
二
頁
、
野
村
『
未

　
遂
犯
の
研
究
』
（
前
掲
注
4
）
一
五
四
頁
以
下
、
一
六
二
頁
以
下
、
二
三
一
頁
以
下
、
同
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
九
〇
年
）
一
五
九
頁
以
下
、
二
二
四

　
頁
以
下
な
ど
。

（
36
）
　
平
野
『
刑
法
総
論
H
』
（
一
九
七
五
年
）
二
四
二
頁
以
下
、
同
『
刑
法
概
説
』
（
前
掲
注
1
0
）
五
四
頁
、
同
「
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
」
同

　
『
刑
法
の
機
能
的
考
察
』
（
一
九
八
四
年
）
四
〇
頁
以
下
、
同
「
刑
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
〔
第
二
回
〕
」
（
前
掲
注
14
）
四
六
頁
以
下
。
内
田
文
昭
『
改
訂
刑

法
1
（
総
論
）
』
（
一
九
八
六
年
）
一
九
五
頁
も
こ
れ
に
近
い
。
な
お
、
曾
根
「
偶
然
防
衛
」
（
前
掲
注
1
5
）
一
三
五
頁
以
下
も
、
狭
義
の
（
自
己
の

利
益
を
保
全
す
る
）
正
当
防
衛
型
の
偶
然
防
衛
に
つ
い
て
、
未
遂
説
を
支
持
す
る
．
し
か
し
、
徹
底
し
た
結
果
無
価
値
論
（
後
出
3
参
照
）
に
立
脚

　
し
違
法
判
断
の
事
後
性
を
強
調
す
る
論
者
が
、
被
害
者
の
利
益
は
「
法
の
保
護
の
外
に
あ
る
」
と
し
な
が
ら
、
い
か
な
る
意
味
で
未
遂
処
罰
を
肯
定

　
で
き
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
（
野
村
『
未
遂
犯
の
研
究
』
〔
前
掲
注
4
〕
一
六
四
頁
以
下
注
（
10
）
参
照
）
。

（
3
7
）
　
平
野
『
刑
法
総
論
n
』
（
前
掲
注
3
6
）
二
四
三
頁
参
照
。

（
3
8
）
　
平
野
『
刑
法
概
説
』
（
前
掲
注
1
0
）
一
二
一
貢
、
同
「
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
」
（
前
掲
注
3
6
）
三
七
頁
以
下
、
中
『
講
述
犯
罪
総
論
』
（
前

掲
注
10
）
一
九
五
頁
以
下
、
野
村
『
未
遂
犯
の
研
究
』
（
前
掲
注
4
）
三
三
一
頁
以
下
、
同
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
3
5
）
三
三
八
頁
以
下
参
照
。

（
39
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
と
く
に
、
平
野
「
刑
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
〔
第
二
回
〕
」
（
前
掲
注
14
）
四
七
頁
参
照
．

（
40
）
　
西
村
「
い
わ
ゆ
る
『
偶
然
防
衛
』
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
三
頁
以
下
、
川
端
「
偶
然
防
衛
」
（
前
掲
注
2
6
）
二
一
三
頁
以
下
、
同
『
正
当
化

事
情
の
錯
誤
』
（
前
掲
注
9
）
九
三
頁
、
福
田
『
対
談
刑
法
総
論
（
中
）
』
（
前
掲
注
1
9
）
一
七
頁
以
下
、
佐
久
間
『
刑
法
に
お
け
る
事
実
の
錯
誤
』
（
前

掲
注
4
）
四
一
七
頁
以
下
。

（
岨
）
曾
根
『
刑
法
に
お
け
る
正
当
化
の
理
論
』
（
前
掲
注
15
）
二
一
八
頁
注
（
2
）
、
同
「
偶
然
防
衛
」
（
前
掲
注
！5
）
二
二
六
頁
、
野
村
『
未
遂
犯
の

研
究
』
（
前
掲
注
4
）
一
六
二
頁
以
下
参
照
．
も
ち
ろ
ん
、
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
未
遂
処
罰
規
定
の
直
接
的
適
用
を
認
め
る

　
の
が
論
理
的
で
あ
ろ
う
（
の
。
累
器
目
導
づ
9
。
号
暮
零
房
胃
8
三
繋
oQ
霞
亀
話
。
7
富
三
。
。
器
累
。
訂
津
〔
前
掲
注
3
4
〕
幹
ω
お
h
ま
た
、
佐
久
間
『
刑
法

　
に
お
け
る
事
実
の
錯
誤
』
〔
前
掲
注
4
〕
三
九
二
頁
も
参
照
）
。

　
　
西
ド
イ
ッ
の
未
遂
説
の
う
ち
で
、
未
遂
処
罰
規
定
を
類
推
適
用
な
い
し
準
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
は
、
9
琴
5
碑
ぎ
”
留
ま
爵
①
＼
ω
。
年
守
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違法性における結果無価値と行為無価値（1）

山
零
（
前
掲
注
2
2
）
く
霞
窩
認
弗
閃
含
旨
ま
一
魯
馨
ぎ
。
ぎ
■
Φ
ぼ
言
魯
（
前
掲
注
3
4
）
堕
8
9
望
影
⇔
窪
≦
Φ
詳
F
望
蚕
守
8
騨
（
前
掲
注
誕
）
㊤

ま
ご
三
”
弩
8
ミ
醸
箪
o
っ
ヰ
鋒
冨
。
ま
（
前
掲
注
誕
）
の
．
ω
ω
9
量
ざ
葺
望
声
特
8
算
（
前
掲
注
鍍
）
㊤
8
①
ご
≦
①
器
。
貫
の
霞
鑑
話
。
騨
（
前
掲

注
鈎
）
ψ
o。
や
ま
“
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
直
接
的
適
用
を
主
張
す
る
の
は
、
留
注
語
ヨ
導
P
9
の
留
蓉
器
富
℃
声
9
貫
①
ω
ヰ
鋒
冨
畠
房
＆
甲

器
霧
。
富
津
¢
ω
お
功
句
匡
の
。
プ
毎
毒
阜
q
＆
O
お
自
鷺
。
亘
①
ヨ
。
（
前
掲
注
8
）
の
。
一
ω
o。
弗

（
4
2
）
　
も
し
、
未
遂
説
が
、
刑
法
三
六
条
の
要
件
と
し
て
防
衛
状
況
の
認
識
を
不
要
と
解
す
る
（
”
い
わ
ゆ
る
防
衛
意
思
不
要
説
を
と
る
）
に
も
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
わ
ら
ず
、
未
遂
処
罰
規
定
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
行
為
者
に
不
利
な
方
向
に
お
け
る
類
推
を
認
め
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な

　
る
（
野
村
『
未
遂
犯
の
研
究
』
〔
前
掲
注
4
〕
一
六
四
頁
注
（
1
0
）
）
．
し
た
が
っ
て
、
未
遂
説
は
、
刑
法
三
六
条
の
解
釈
と
し
て
は
、
防
衛
意
思
必
要

説
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

（
4
3
）
　
西
村
「
い
わ
ゆ
る
『
偶
然
防
衛
』
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
9
）
四
頁
、
目
高
「
偶
然
防
衛
」
（
前
掲
注
30
）
二
一
二
頁
、
佐
久
間
『
刑
法
に
お
け

　
る
事
実
の
錯
誤
』
（
前
掲
注
4
）
四
一
八
頁
以
下
．
西
ド
イ
ッ
の
学
説
の
な
か
で
、
未
遂
説
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
加
え
る
の
は
、
田
お
葺

ピ
国
（
前
掲
注
2
6
）
＜
母
ゆ
認
即
身
。
〇
一
●

（
4
4
）
　
中
山
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
30
）
二
七
九
頁
以
下
、
同
『
概
説
刑
法
1
』
（
前
掲
注
30
）
一
〇
二
頁
以
下
、
一
一
〇
頁
以
下
、
内
藤
「
違
法
性

　
に
お
け
る
行
為
無
価
値
論
と
結
果
無
価
値
論
」
（
中
義
勝
編
）
『
論
争
刑
法
』
（
一
九
七
六
年
）
四
六
頁
、
同
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）
』
（
前
掲
注
1
0
）

　
三
四
一
頁
以
下
、
生
田
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
防
衛
意
思
」
（
前
掲
注
30
）
四
〇
頁
以
下
、
前
田
「
正
当
防
衛
に
関
す
る
一
考
察
」
（
前
掲
注
1
7
）
三

　
四
三
頁
以
下
、
同
『
刑
法
総
論
講
義
』
（
前
掲
注
17
）
二
六
〇
頁
以
下
、
二
六
三
頁
以
下
な
ど
．
ま
た
、
（
第
三
者
の
利
益
の
た
め
の
）
緊
急
救
助
型

　
の
正
当
防
衛
に
つ
い
て
の
み
不
可
罰
説
を
主
張
す
る
の
は
、
曾
根
「
偶
然
防
衛
」
（
前
掲
注
1
5
）
二
二
八
頁
、
同
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
15
）
一
一

　
五
頁
．
な
お
、
伝
統
的
な
客
観
的
違
法
論
の
立
場
か
ら
の
防
衛
意
思
不
要
説
と
し
て
、
植
松
『
再
訂
刑
法
概
論
－
総
論
』
（
前
掲
注
1
0
）
　
一
六
七
頁

以
下
、
所
一
彦
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
防
衛
の
意
思
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
〇
〇
号
（
一
九
六
四
年
）
二
八
四
頁
以
下
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
総

論
〕
』
（
第
二
版
・
一
九
八
七
年
）
一
六
四
頁
以
下
、
同
「
防
衛
意
思
は
必
要
か
」
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』
（
一
九
八
三
年
）
二

　
七
〇
頁
以
下
、
須
之
内
克
彦
「
正
当
防
衛
に
お
け
る
『
防
衛
意
思
』
に
関
す
る
一
試
稿
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
六
巻
二
号
（
一
九
八
○
年
）
四
七
頁
以

下
、
平
川
宗
信
「
正
当
防
衛
論
」
芝
原
邦
爾
ほ
か
編
『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
・
総
論
1
』
（
一
九
八
七
年
）
一
三
五
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
．
さ

　
ら
に
、
違
法
二
元
論
の
立
場
か
ら
不
可
罰
説
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
前
出
注
3
0
所
掲
の
日
高
の
見
解
も
参
照
．
西
ド
イ
ツ
で
不
可
罰
説
を
主
張

す
る
の
は
、
と
く
に
、
O
警
e
霞
9
聲
号
一
」
員
び
囚
（
前
掲
注
26
）
㈲
ω
N
国
身
」
ω
o
。
第
琴
賛
Z
8
プ
≦
（
な
お
、
シ
ュ
ペ
ソ
デ
ル
が
前
提
と
す

　
る
客
観
的
未
遂
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
ω
冨
＆
卑
N
ξ
Z
。
9
罐
急
邑
章
α
q
α
霞
。
9
①
葬
貯
窪
く
①
毎
鐸
。
富
些
8
密
、
句
＄
審
。
年
§
注
り
¢
三
魯

碧
o
曾
し
8
9
ψ
o
。
り
㊥
」
葛
σ
一
9
簿
参
照
．
客
体
の
不
存
在
の
場
合
は
不
可
罰
だ
と
す
る
）
．
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（
菊
）
　
中
山
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
30
）
四
二
六
頁
以
下
、
同
『
概
説
刑
法
1
』
（
前
掲
注
30
）
二
二
三
頁
以
下
、
内
藤
「
不
能
犯
」
法
学
教
室
一
〇

　
八
号
（
一
九
八
九
年
）
六
六
頁
以
下
、
一
〇
九
号
（
一
九
八
九
年
）
八
一
頁
以
下
、
曾
根
『
刑
法
総
論
』
（
前
掲
注
1
5
）
　
一
〇
〇
頁
以
下
．
二
四
三

頁
以
下
、
前
田
『
刑
法
総
論
講
義
』
（
前
掲
注
17
）
一
八
六
頁
以
下
．
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